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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

提出会社の経営指標等

回次 第18期 第19期 第20期 第21期 第22期
決算年月 平成19年２月 平成20年２月 平成21年２月 平成22年２月 平成23年２月

売上高 （千円） 8,793,8528,795,4878,428,2117,708,2656,936,536

経常利益又は経常損失

（△）
（千円） 702,245 462,254 142,083△38,635 53,752

当期純利益又は当期純損

失（△）
（千円） 359,580 226,805 12,133△196,629 13,492

持分法を適用した場合の

投資利益
（千円） － － － － －

資本金 （千円） 245,000 245,000 245,000 245,000 245,000

発行済株式総数 （株） 9,750 9,750 9,750 9,750 9,750

純資産額 （千円） 1,960,1842,556,0002,492,5282,144,0032,159,121

総資産額 （千円） 4,325,8484,473,6734,463,2644,297,9833,827,226

１株当たり純資産額 （円） 241,640.09279,588.80272,645.88271,530.36273,444.97

１株当たり配当額

（うち１株当たり中間配

当額）

（円）
3,000

(－)

8,000

(－)

8,000

(－)

－

(－)

1,000

(－)

１株当たり当期純利益金

額又は１株当たり当期純

損失金額（△）

（円） 44,327.0226,126.271,327.21△24,416.861,708.76

潜在株式調整後１株当た

り当期純利益金額
（円） － 25,265.25 － － －

自己資本比率 （％） 45.3 57.1 55.8 49.9 56.4

自己資本利益率 （％） 20.0 10.0 0.5 △8.5 0.6

株価収益率 （倍） － 4.9 52.6 △2.1 31.3

配当性向 （％） 6.8 30.6 602.8 － 58.5

営業活動によるキャッ

シュ・フロー
（千円） 280,312 306,312 136,168 169,930△22,254

投資活動によるキャッ

シュ・フロー
（千円） 81,528△348,992△270,612△30,345 111,708

財務活動によるキャッ

シュ・フロー
（千円） △222,540△52,749 138,517△103,828△240,304

現金及び現金同等物の期

末残高
（千円） 1,429,6371,334,2071,338,2821,374,0391,223,188

従業員数

(外、平均臨時雇用者数)
（人）

136

(262)

147

(294)

147

(255)

160

(265)

150

(217)

（注）１．当社は連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については記

載しておりません。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。
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３．第18期の財務諸表については、証券取引法第193条の２の、第19期及び第20期の財務諸表については、金融商

品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、監査法人トーマツの監査を受けております。また、第21期及び

第22期の財務諸表につきましては、金融商品取引法193条の２第１項の規定に基づき、監査法人トーマツの監

査を受けております。なお、監査法人トーマツは、監査法人の種類変更により、平成21年７月１日をもって有

限責任監査法人トーマツとなっております。　

４．持分法を適用した場合の投資利益については、関係会社が存在しないため記載しておりません。

５．第20期及び第22期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、希薄化効果を有している潜在株

式が存在しないため記載しておりません。第21期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、

潜在株式が存在するものの１株当たり当期純損失であるため記載しておりません。また、第18期は新株予約

権の残高はありますが、当社株式は非上場であり期中平均株価が把握できませんので記載しておりません。

６．第18期の株価収益率については、当社株式は非上場であり、期中平均株価が把握できませんので記載してお

りません。

７．第21期の配当性向については、１株当たり当期純損失であるため記載しておりません。

８．当社は、平成18年９月12日付で株式１株につき３株の株式分割を行っております。
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２【沿革】
年月 事項

平成元年　３月 株式会社キャビンの全額出資により、同社のメンズ事業部を分離・独立させ、株式会社シーズメン

を設立。

４月 川西アステ店の開店により、関西地区へ進出。

５月 長崎銅座町店を開店し、九州地区へ進出。

２年　４月 広島アルパーク店を開店し、中国地区へ進出。

８年　７月 初の100坪を超える店舗池袋アルパ店を開店。店舗の大型化を図る。

９年　３月 高松店を開店。四国地区へ進出。

10月 店舗の大型化の可能性を追求するため、230坪のジョイフルタウン鳥栖店を開店。

10年　10月神戸、京都、大阪に４店舗を開店。関西圏を10店舗とし、同地区の基盤を強化。

11年　11月ファミリー対応型の大型店舗の本格展開を図り、194坪の港品川ジャスコ店を開店。

14年　３月 大株主である株式会社キャビン保有の当社株式3,000株をジェイジェイ・プライベートエクイティ

壱号投資事業有限責任組合に譲渡。

６月 ジェイジェイ・プライベートエクイティ壱号投資事業有限責任組合保有の株式の1,413株を役員及

び従業員持株会等へ譲渡し、ＭＢＯ（マネージメントバイアウト）が完了。

15年　２月 札幌ステラプレイス店を開店。北海道地区へ進出。

18年　３月 流儀圧搾の前身となるＭＥＴＨＯＤ　ＥＸＰＲＥＳＳをお台場ＤＥＣＫＳに開店。

９月 イオン大日に流儀圧搾１号店を開店。　

19年　８月 大阪証券取引所ヘラクレスに株式を上場。

21年　４月 大株主であるジェイジェイ・プライベートエクイティ壱号投資事業有限責任組合が、保有の全株式

1,446株を売却。　
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３【事業の内容】

　当社は、カジュアルウエアを主として扱う小売専門店であります。

店舗の展開はチェーン方式を採用しており、関東・近畿・九州北部を中心とし62の直営店舗を有し、また、販売方法

は店頭での現金販売の形態を取っております。

  店舗展開は、主力ブランドショップ「METHOD（メソッド）」を中心に、和をテーマとしたショップ「流儀圧搾」

アウトレットショップである「METHOD COMFORT（メソッドコンフォート）」、の３つのブランドショップを展開し

ております。

［事業系統図］
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４【関係会社の状況】

当社は関係会社を所有していないため、該当事項はありません。

５【従業員の状況】

(1)提出会社の状況

 平成23年２月28日現在

従業員数（人） 平均年齢（歳） 平均勤続年数（年） 平均年間給与（円）

   150（217） 34.8 7.6 3,956,791

（注）１．従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数（パートタイマー、人材会社からの派遣社員、アルバイトを含みま

す。）は、年間の平均人員を（　）外数で記載しております。

２．平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。

(2）労働組合の状況

労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。
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第２【事業の状況】

１【業績等の概要】

(1）業績

　 当事業年度におけるわが国経済は、アジアをはじめとする新興国市場の需要拡大や政府による消費刺激策の効果も

 あり、製造業を中心として一部改善の兆しが見られましたが、一方で円高の進行やデフレ基調の経済環境が続くなど

 国内需要は総じて低調に推移し、先行き不透明な状況が続いております。

 　衣料品小売業界におきましては、依然として厳しい雇用情勢及び所得環境への不安などから消費者の生活防衛意識

 は根強く、個人消費は低迷、経営環境は厳しい状況で推移いたしました。

 　このような状況のもと、当社は販売面におきましては、運営組織の見直しを実施するなどダイレクトコミュニケー

 ションを推進し、販売体制の強化を図ってまいりました。また、プロパー販売の拡大を方針として、店舗スタッフの

 販売力を活かした、値下げに頼らない着実な販売に努めてまいりました。さらに業務支援部を設置し、本部からの販

 売支援、販促活動の推進など販売サポートの強化を行い、売上の向上を図りました。しかしながら、消費者の強い節

 約志向や度重なる天候不順などから、売上は伸び悩み、当事業年度の既存店売上高前年比は93.7％となりました。

 　商品面におきましては、価格に対するお客様の信頼を取り戻すことを目指して、商品価値にふさわしい値付けを行

 い、利益率の改善に注力して取り組んでまいりました。また、社内の商品検討会において仕入先様より商品提案をい

 ただく場を設け、各社から特色ある鮮度の高い商品情報の提供を受けることにより地域一番商品の開発、地域別品揃

 えの強化を図り、さらに、当社の特色を活かした和風デザインの雑貨、鞄、靴などの商品群やアニメキャラクターの　

 商品展開を強化して売上の拡大と利益率の向上に努めてまいりました。その結果、当事業年度の売上総利益率は48.5

 ％と前年同期より1.1ポイント改善いたしました。

 　以上の全社的な取り組みに加え、特に流儀圧搾事業におきましては、専任バイヤー・ディストリビューターを投入

 し、品揃えの強化を図ってまいりました。また、ブランド力の育成に注力し、「和の文化」をキーワードとしたマー

 チャンダイジング、店づくりの強化、および、お客様に流儀圧搾の魅力を訴求できるよう店舗スタッフのレベル向上

 に努め、「和文化の提案ショップ」をコンセプトとしたブランドイメージの確立に努めてまいりました。その結果、

 流儀圧搾の既存店売上高前年比は、当事業年度（３月～２月）では99.3％、第３・第４四半期会計期間(９月～２月)

 では104.1％と上昇傾向にあり、対策の効果が表れております。

 店舗戦略におきましては、不採算店舗の退店と条件を厳選した出店を進め、利益体質の強化に努めてまいりました。

　 その結果、当事業年度において「METHOD」１店舗、「流儀圧搾」３店舗、「AGIT POINT」１店舗、計５店舗を出店

 また「METHOD」６店舗、「流儀圧搾」５店舗、「METHOD COMFORT」１店舗、計12店舗を退店し、当事業年度末の店舗

 数は「METHOD」42店舗、「流儀圧搾」17店舗、「METHOD COMFORT」２店舗、「AGIT POINT」１店舗の合計62店舗とな

 りました。

 　コスト面につきましては、人件費、店舗家賃および全般的に経費の抑制に努めてまいりました。不採算店舗撤退に

 よる削減効果もあり、当事業年度の販売費および一般管理費は前年同期より３億79百万円の削減となりました。　

   以上の結果、当事業年度における売上高は69億36百万円（前年同期比10.0％減）、営業利益は81百万円（前年同期

 比89百万円増）、経常利益は53百万円（前年同期比92百万円増）、当期純利益は13百万円（前年同期比２億10百万円

 増）となりました。

　

(2）キャッシュ・フロー

　当事業年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の期末残高は、営業活動により22百万円減少、投

資活動により１億11百万円増加、財務活動により２億40百万円減少し、12億23百万円となり、前事業年度末に比較して

１億50百万円の減少となりました。 

　また、当事業年度における各キャッシュ・フローの状況につきましては、以下のとおりであります。

　

 （営業活動によるキャッシュ・フロー）

   営業活動の結果、減少した資金は22百万円（前期比１億92百万円減）となりました。

 これは主に、税引前当期純利益36百万円に加え、減価償却費95百万円等の内部留保による資金の増加、売上債権の

 減少65百万円等による資金の増加、仕入債務の減少１億10百万円、その他負債の減少１億16百万円等による資金の

 減少によるものであります。
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 （投資活動によるキャッシュ・フロー）

   投資活動の結果、増加した資金は１億11百万円（前期比１億42百万円増）となりました。

 これは主に、新規出店等のため有形固定資産の取得86百万円、敷金及び保証金の差入52百万円等による資金の減少

 敷金及び保証金の回収２億75百万円等による資金の増加によるものであります。　

　

 （財務活動によるキャッシュ・フロー）

  財務活動の結果、減少した資金は２億40百万円（１億36百万円減）となりました。

これは主に、長期借入金による収入が２億円、長期借入金の返済による支出４億14百万円等によるものであります。
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２【仕入及び販売の状況】

(1）仕入実績

商品別仕入高は次のとおりであります。

<商品別仕入高>

商　 品　 別

当事業年度
(自 平成22年３月１日
至 平成23年２月28日) 前年同期比

（％）
金額(千円)

構成比
(％)

シ　　ャ　　ツ 177,496 4.9 84.4

ニ　　ッ　　ト

(セーター・トレーナー等)
1,002,825 27.8 78.8

ボ　ト　ム　ス 714,748 19.8 91.7

ブ　ル　ゾ　ン 863,034 24.0 91.3

小 物 ・ 雑 貨 534,468 14.8 90.3

そ　　の　　他 310,670 8.6 215.4

合　　計 3,603,244 100.0 91.4

（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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(2）販売実績

商品別及び地区別の売上高は次のとおりであります。

<商品別売上高>

商　 品　 別

当事業年度
(自 平成22年３月１日
至 平成23年２月28日) 前年同期比

（％）
金額(千円)

構成比
(％)

シ　　ャ　　ツ 348,147 5.0 83.7

ニ　　ッ　　ト

(セーター・トレーナー等)
2,067,576 29.8 79.5

ボ　ト　ム　ス 1,308,390 18.9 88.3

ブ　ル　ゾ　ン 1,657,397 23.9 93.1

小 物 ・ 雑 貨 1,037,261 15.0 88.8

そ　　の　　他 517,762 7.5 195.8

合　　計 6,936,536 100.0 90.0

（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

<地区別売上高>

地　 区　 別

当事業年度
(自 平成22年３月１日
至 平成23年２月28日) 前年同期比

（％）
金額(千円)

構成比
(％)

北　　海　　道 163,104 2.4 66.2

関　　　　　東 3,016,077 43.5 90.2

中　　　　　部 1,172,936 16.9 97.3

近　　　　　畿 1,786,725 25.8 98.5

中 国 ・ 四 国 172,498 2.5 59.8

九　　　　　州 625,194 9.0 82.5

合　　計 6,936,536 100.0 90.0

（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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３【対処すべき課題】

(1) 現状の認識について

当社の属するカジュアルウェア市場におきましては、消費者のモノ・サービスに対する選別は厳しさを増し、企

業は更なる経営努力が要求されております。このような状況において、今後の成長を図るためには、常に新しい価値

を提供し、消費者の選択を得ることが必要不可欠な状況にあると認識しております。　

(2) 当面の対処すべき課題

当社は今後の長期安定的な成長を図るために対処すべき課題として、大量販売店とは一線を画した事業戦略の推

 　進、新規業態の育成およびブランド力の強化、人材の育成と環境変化への対応力の強化に取組むことが必要である

　 と認識しております。

　　 中期的には、高齢者層の増加、人口の減少、消費嗜好の多様化等の環境変化により、当社が属するカジュアルウ

      エア市場において、企業間競争が更に激化するものと考えており、これらの課題についても、対処が必要であると

　　　認識しております。

 

(3) 対処方針

　　 大量販売店とは一線を画した事業戦略の推進につきましては、適時適量の商品投入によるコントロールを徹底し

 　在庫を抑制、少数の売れ筋商品を大量販売するのではなく、多種多様な商品を回転させて売場に変化を与え、鮮度

　 を保つことによって魅力あるショップブランドを構築してまいります。新規業態の育成につきましては、現在、

　 「流儀圧搾」ブランドの確立に注力しております。「流儀圧搾」店は、和柄をテーマとして特徴のある商品群を取

　 り揃えたショップブランドであり、売場面積20坪から30坪程度の小型店舗で多店舗展開することによりブランド認

　 知度を高め、和柄のカジュアルウェア分野において当社の優位性を確立することを目指しております。

　　  　高齢者層の増加、人口の減少、消費嗜好の多様化等の環境変化につきましては、コンサルティングセールス、付

　　　加価値の高い商品など、当社の強みを生かせる分野に経営資源を投入して、その分野におけるブランドイメージを

　　　確立させ、「METHOD」、「流儀圧搾」に続く核となるブランドを育成・展開することにより長期安定的な成長戦略

　　　を実施してまいります。

　 

(4) 具体的な取組状況等

当期は「流儀圧搾」ブランドの確立に取り組んでまいりました。専任バイヤー・ディストリビューターを投入し

品揃えの強化を図ってまいりました。また、ブランド力の育成に注力し、「和の文化」をキーワードとしたマーチャ

ンダイジング、店づくりの強化、および、お客様に流儀圧搾の魅力を訴求できるよう店舗スタッフのレベル向上に努

め、「和文化の提案ショップ」をコンセプトとしたブランドイメージの確立に努めてまいりました。その結果流儀

圧搾の既存店売上高前年比は、当事業年度（３月～２月）では99.3％、第３・第４四半期会計期間（９月～２月）

では104.1％と上昇傾向にあり、対策の効果が現れております。また、不採算店舗撤退と厳選した出店を行い、３店舗

を出店、５店舗を退店し、平成23年２月28日現在の店舗数は前年同期より２店舗減の17店舗となっております。
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４【事業等のリスク】

当社の経営成績、財務状況等に影響を及ぼす可能性のあるリスクには以下のようなものが存在します。

　なお、文中における将来に関する事項は、本書提出日（平成23年５月27日）現在において、当社が判断したもので

あります。当社はこれらのリスク発生の可能性を認識し、発生の回避、および発生した場合の対応に努める所存であ

ります。

 

(1) 消費者の嗜好の変化などに伴うリスク

当社が取扱う衣料品や雑貨などのファッション商品は、景気の変動による個人消費の低迷や他社との競合に伴う

市場の変化といった要因に加えて、ファッショントレンドの移り変わりにより消費者の嗜好の変化による影響を受

けやすく、当初計画した売上を見込めない場合は、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

(2) 気象状況などによるリスク

当社が取扱う衣料品や雑貨などのファッション商品は、気象状況により売上が変動しやすいため、商品の投入サ

イクルを短縮するなどの対応を行っております。しかし、冷夏暖冬など天候不順、台風などの予測できない気象状況

により、本来大きな売上を見込んでいる時期の業績が伸び悩む場合は、当社の業績に影響を及ぼす可能性がありま

す。

(3) 新規業態に伴うリスク

当社は、企業価値を高めていくために、顧客や市場の変化に柔軟に対応した業態開発やブランド開発に積極的に

取組んでおります。事業投資については、十分な調査・研究をしておりますが、市場環境が急速に変化する場合もあ

り当初計画した売上を見込めない場合は、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

(4) 仕入先に関するリスク

当社は、仕入先の経営状況については、信用度を把握するための内部体制強化を図っております。しかしながら、

仕入先の信用不安や経営環境の悪化、経営破綻などにより商品供給能力が著しく減少し、当社への商品納入が滞り、

売上減少等の損失が発生する場合は、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

(5) 店舗賃借に伴うリスク

当社の店舗は、全て賃貸物件であり、店舗賃借のために貸主に対して保証金を差し入れております。貸主によりそ

の内容は異なりますが、基本的に保証金は契約期間が満了しなければ返還されないこととなっております。また、貸

主により売上代金を一定期間、貸主に預ける契約となっている場合があります。従いまして、契約期間中における貸

主の倒産やその他の事由により、差し入れた保証金の一部もしくは全部が回収できなくなる場合や、売上代金の一

部を回収できなくなる場合は、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

(6) 顧客情報の流出に関するリスク

当社は、お客様から得た個人情報に関しては絶対に漏洩が生じないよう、社員教育の徹底等、万全の対策を講じて

おります。しかし、何らかの事情により、お客様の個人情報が漏洩した場合は、信頼の毀損により当社の業績に影響

を及ぼす可能性があります。

(7) 出退店に関するリスク

出店につきましては、当社は今後も積極的に新規出店を行い業容の拡大に努めてまいりますが、新規出店候補先

のショッピングセンターの出店計画の変更などで当社の出店ペースが鈍化したり、新規出店店舗の業績が計画値と

乖離した場合には、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

　　　　退店につきましては、スクラップアンドビルドまたは、収益力の低下等の理由により実施してまいりますが、固

　　　定資産除却損等の一時費用が発生する可能性があります。収益力の低下の理由による場合は、退店前に減損損失が

　　　発生する場合があります。

　　　　また、賃貸店舗につきましては定期建物賃貸借契約を締結している場合がありますが、借地借家法第38条により

　　　契約期間満了後、当社に再契約の意思があっても、相手方の意思により再契約締結ができない可能性があります。

　　　この場合は、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。
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(8) 臨時従業員のコストに関するリスク

　当社は多数の臨時従業員を雇用しております。臨時従業員は当社の従業員に占める比率が高いため、法令の改正改

雇用条件の変化等の要因により臨時従業員に係る費用が増加した場合、当社の業績に影響を及ぼす可能性がありま

す。　

 

５【経営上の重要な契約等】

特記すべき重要な事項はありません。

６【研究開発活動】

該当事項はありません。
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７【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　文中の将来に関する事項は、本書提出日（平成23年５月27日）現在において当社が判断したものであります。

(1）重要な会計方針及び見積り

　当社の財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されております。この

財務諸表の作成にあたり、見積りが必要な事項につきましては、一定の会計基準の範囲内にて合理的な基準に基づ

き、会計上の見積りを行っております。

　詳細につきましては、「第一部　企業情報、第５　経理の状況、財務諸表等　重要な会計方針」に記載しております。

(2）財政状態及び経営成績の分析

①　財政状態の分析

（資産）

１）現金及び預金

　当期の現金及び預金の残高は、前期と比べて１億50百万円減少の12億23百万円となりました。これは、当期

における事業活動の結果、営業活動によるキャッシュ・フローが22百万円の支出、投資活動によるキャッ

シュ・フローが１億11百万円の収入、財務活動によるキャッシュ・フローが２億40百万円の支出となった結

果であります。

２）商品

　当期の商品の残高は、前期と比べて27百万円増加の６億96百万円となりました。これは主としてボトムスが

前期と比べて４百万円増加の１億63百万円、小物・雑貨が前期と比べて25百万円増加の１億19百万円等によ

るものであります。

（負債）

３）長期借入金（一年内返済予定の長期借入金含む）

　　　　　　　当期の長期借入金の残高は前期と比べて２億14百万円減少の６億96百万円となりました。これは主として返済と

新規借入の差引によるものであります。

（純資産）

４）利益剰余金合計

　当期の利益剰余金合計の残高は前期と比べて13百万円増加の16億51百万円となりました。これは主として

当期純利益によるものであります。

②　経営成績の分析

１）売上高

  当期の売上高につきましては、前期と比べて７億71百万円減（前期比10.0％減）の69億36百万円となりま

した。既存店売上高が前期比6.3％減となったことに加え、不採算店舗12店舗の撤退も、減少要因となって

おります。

２）売上総利益

　　　　　　　当期の売上総利益につきましては、前期と比べて２億89百万円減（前期比7.9％減）の33億60百万円とな

　　　　　　りましたが、売上総利益率は前期に比べて1.1ポイント改善し、48.5％となりました。　

　　　　　３）販売費及び一般管理費

　当期の販売費及び一般管理費につきましては、前期と比べて３億79百万円減（前期比10.4％減）の32億79

百万円となりました。これは主として人件費、店舗家賃等の減少によるものであります。

４）営業外損益

　　　　　　　当期の営業外費用につきましては、前期と比べて１百万円減（前期比3.5％減）の30百万円となりまし

　　　　　　た。これは支払利息の減少等によるものであります。

５）特別損益

　当期の特別損失につきましては、前期と比べて１億77百万円減（前期比84.1.％減）の33百万円となりまし

た。これは主として前期においてリストラに伴う不採算店舗の撤退にかかる特別損失を計上していたため当

期においては減損損失が96百万円減少、店舗閉鎖損失が72百万減少したことによるものであります。
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(3）経営成績に重要な影響を与える要因について

　カジュアルウェア市場全般について、外的要因として、国内の景気動向、消費環境、天候、気温、流行等が極端に変動

する場合に影響を受けます。また、企業間競争が激しく、同業他社に対する優位性保持の可否によって影響を受けま

す。

(4）経営戦略の現状と見通し

　現状は、長期安定的な成長を遂げていくことを重要な経営課題として、大量販売とは一線を画した事業戦略の推

進、将来の成長に向けたブランド力の強化、新規業態の成長戦略を進めております。次期の見通しといたしまして

は、大型商業施設の専門店モールなどに売場面積50坪から80坪程度の中型店である「METHOD」店については、既存

店の梃入れ強化を図り、20坪から30坪の小型店である「流儀圧搾」店を年間10店舗程度出店することを計画してお

ります。

(5）資本の財源及び資金の流動性

　当期の資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローにおいて22百万円の支出、投資活動のキャッシュ・フロー

において１億64百万円の投資を実施、退店並びに契約変更に伴う敷金及び保証金の返還等により２億75百万円を回

収いたしました。また、財務活動によるキャッシュ・フローにおいて４億14百万円の借入の返済、２億円の新規借入

を実施をいたしました。その結果、現金及び現金同等物の当期末における残高は前期と比べて１億50百万円減少の

12億23百万円となり、今後の投資や納税等に必要な資金は十分に確保いたしております。　

(6）経営者の問題認識と今後の方針について

　　　　高齢者層の増加、人口の減少、消費嗜好の多様化等の環境変化により、当社が属するカジュアルウェア市場につ

　　　きましても企業間競争はさらに激化するものと考えております。　

　　　　これに対応するため、コンサルティングセールス、付加価値の高い商品など、当社の強みを生かせる分野に経営

　　　資源を投入して、その分野におけるブランドイメージを確立させ、「METHOD」、「流儀圧搾」に続く核となるブラ

　　　ンドを育成・展開することにより長期安定的な成長戦略を実施してまいります。
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第３【設備の状況】

１【設備投資等の概要】

当事業年度において実施しました設備投資につきましては、５店舗の新規出店と、７店舗の改装を行いました。

これらの結果、設備投資額は１億18百万円（敷金及び保証金、ソフトウエアを含む）となっております。

なお、営業に重大な影響を及ぼすような固定資産の売却・除却等はありません。

また、上記金額には、消費税等は含まれておりません。
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２【主要な設備の状況】

　平成23年２月28日現在、当社における主要な設備は、次のとおりです。

 平成23年２月28日現在

事業所名
（所在地）

設備の
内 容

帳簿価額（千円） 敷金及び
保 証 金
（千円）

売場面積
（㎡）

店舗数
従業員数
（人）建 物

工具、器具及び
備品

合　計

 北海道 店舗 － 93 93 11,998 377.74１ １

北海道地方計 店舗 － 93 93 11,998 377.74１ １

 茨城県 店舗 8,927 347 9,274 10,000 361.81１ ２

 栃木県 店舗 5,134 416 5,551 36,572 512.22２ ４

 群馬県 店舗 9,968 391 10,359 12,594 326.11２ ２

 埼玉県 店舗 34,096 1,805 35,902 62,6871,308.81８ ９

 千葉県 店舗 21,197 444 21,642 17,231 769.54３ ４

 東京都 店舗 22,075 1,787 23,862 75,5931,538.84７ 15

 神奈川県 店舗 17,209 1,231 18,440 68,6941,193.49５ 14

関東地方計 店舗 118,609 6,424125,034283,3736,010.8228 50

 静岡県 店舗 5,162 438 5,601 7,373 85.53 １ １

　 岐阜県 店舗 9,896 375 10,271 11,641 454.01２ ４

 愛知県 店舗 37,524 2,155 39,679 75,5801,594.79６ 11

中部地方計 店舗 52,583 2,968 55,551 94,5962,134.33９ 16

 滋賀県 店舗 4,477 446 4,923 6,508 107.58１ １

 京都府 店舗 9,405 563 9,969 10,786 568.79２ ３

 大阪府 店舗 40,073 5,628 45,702 238,0391,629.93９ 17

 兵庫県 店舗 18,541 735 19,276 69,875 848.44４ 10

 奈良県 店舗 4,433 258 4,692 4,827 83.99 １ １

近畿地方計 店舗 76,930 7,633 84,563 330,0363,238.7317 32

 広島県 店舗 7,364 269 7,634 20,772 228.88１ ２

 山口県 店舗 3,763 93 3,856 6,055 196.10１ １

中国地方計 店舗 11,127 362 11,490 26,827 424.98２ ３

 福岡県 店舗 13,213 2,114 15,327 118,3021,263.16５ 11

九州地方計 店舗 13,213 2,114 15,327 118,3021,263.16５ 11

その他 店舗 － － － 19,595 － － －

店舗計 店舗 272,464 19,596292,060884,72913,449.7662 113

物流センター他 物流他 － 751 751 3,360 － － －

本社（東京都中央区） 本社事務所 471 3,050 3,521 19,064 － － 37

合計  272,935 23,398296,333907,15413,449.7662 150

（注）１．その他は、第23期の新規出店に係るものであり、平成23年２月28日現在確定している金額です。

２．上記の店舗、物流センター、本社は、いずれも賃借しております。

３．売場面積は、賃借による面積であります。

４．従業員数は、就業人員でありパートタイマー等を含んでおりません。
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５．リースによる賃借設備は、次のとおりであります。

設備の内容 リース期間
年間リース料
（千円）

リース契約残高
（千円）

　　基幹システム導入費用、複合機

店舗ハンディターミナル等

（所有権移転外ファイナンス・リース）

５年 8,447 5,150

６．上記金額には、消費税等は含まれておりません。
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３【設備の新設、除却等の計画】

当社の設備投資については、景気予測、業界動向、投資効率等を総合的に勘案して策定しております。

なお、平成23年２月28日現在における重要な設備の新設、改修、除却等の計画は次のとおりであります。

(1）重要な設備の新設

事業所名 所在地 設備の内容
投資予定金額

資金調
達方法

着手及び完了予定 増加売
場面積
（㎡）

総額
（千円）

既支払額
（千円）

着手 完了

フジグラン松山店　 愛媛県松山市 新規出店 5,5245,524

自己資金

及び

借入金

平成23年

２月

平成23年

３月
121.75

ららぽーと甲子園店 兵庫県西宮市 新規出店 17,4308,392

自己資金

及び

借入金

平成23年

２月

平成23年

３月
93.04

アリオ蘇我店　 千葉県千葉市中央区 新規出店 12,150 －

自己資金

及び

借入金

平成23年

２月

平成23年

４月
75.52

あべのキューズタウン店 大阪府大阪市阿倍野区 新規出店 16,9599,059

自己資金

及び

借入金

平成23年

２月

平成23年

４月
93.03

レイクタウンアウトレッ

ト店　
埼玉県越谷市 新規出店 9,571 －

自己資金

及び

借入金

平成23年

３月

平成23年

４月
115.16

くずはモール店 大阪府枚方市  新規出店 13,950 －

自己資金

及び

借入金

平成23年

３月

平成23年

４月
109.10

 

(2）重要な改修

事業所名 所在地 設備の内容
投資予定金額

資金調
達方法

着手及び完了予定 増加売
場面積
（㎡）

総額
（千円）

既支払額
（千円）

着手 完了

池袋アルパ店 東京都豊島区 改修 31,342 －

自己資金

及び

借入金

平成23年

２月

平成23年

３月
84.76

姫路大津店　 兵庫県姫路市　 改修 9,730 －

自己資金

及び

借入金

平成23年

２月

平成23年

３月
－

与野イオン店　 埼玉県さいたま市中央 改修 3,050 －

自己資金

及び

借入金

平成23年

３月

平成23年

３月
－

 

 

(3）重要な設備の除却等

該当事項はありません。　
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 39,000

計 39,000

②【発行済株式】

種類
事業年度末現在発行数

（株）
（平成23年２月28日）

提出日現在発行数（株）
（平成23年５月27日）

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 9,750 9,750

大阪証券取引所

 ＪＡＳＤＡＱ　

 （スタンダード）

当社は単元株制

度は採用してお

りません。

計 9,750 9,750 － －

 （注）「提出日現在発行数」欄には、平成23年５月１日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により　

　発行された株式数は含まれない。
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（２）【新株予約権等の状況】

　旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

①平成14年５月21日定時株主総会決議（第１回新株予約権）

区分
事業年度末現在

（平成23年２月28日）
提出日の前月末現在
（平成23年４月30日）

新株予約権の数（個） 239 同左

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数（株） 　　717(注)１ 同左

新株予約権の行使時の払込金額（円） 　　119,567(注)２ 同左

新株予約権の行使期間
自　平成16年11月12日

至　平成26年５月20日
同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の

株式の発行価格及び資本組入額（円）

発行価格 　119,567

資本組入額　59,784
同左

新株予約権の行使の条件 (注)３ 同左

新株予約権の譲渡に関する事項 (注)４ 同左

代用払込みに関する事項 ― ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関す

る事項
― ―

(注) １．新株予約権１個につき目的となる株式数は、３株であります。

（平成18年９月12日付をもって１株を３株に分割したため）

２．新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生

ずる１円未満の端数は切り上げる。

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×
１

分割・併合の比率

また、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整

し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。

調整後払込金額 ＝
調整前払込金額×既発行株式数 ＋ 新株発行(処分)株式数×１株当たり払込金額

既発行株式数＋新株発行株式数

３．新株予約権の行使の条件

①　新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社の取締役、監査役もしくは従業員の地位にあ

ることを要する。但し、任期満了による退任、定年退職の場合にはこの限りでない。

②　株式公開後６ヶ月を経過するまでは、権利行使できない。

③　株式公開後６ヶ月を経過後１年経過するまでは、付与された権利の50％までは行使可能。

④　当社と新株予約権の割り当てを受けたものとの間で締結した「新株予約権割当契約」で定めるところに

よる。

４．新株予約権の譲渡に関する事項

　新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要する。
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②平成15年５月28日定時株主総会決議（第２回新株予約権）

　区分
事業年度末現在

（平成23年２月28日）
提出日の前月末現在
（平成23年４月30日）

新株予約権の数（個） 14 同左

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数（株） 　42 (注)１ 同左

新株予約権の行使時の払込金額（円） 　150,000 (注)２ 同左

新株予約権の行使期間
自　平成17年 ５月29日

至　平成25年 ５月28日
同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の

株式の発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　　 150,000

資本組入額　　　75,000
同左

新株予約権の行使の条件 (注)３ 同左

新株予約権の譲渡に関する事項 (注)４ 同左

代用払込みに関する事項 ― ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関す

る事項
― ―

(注) １．新株予約権１個につき目的となる株式数は、３株であります。

（平成18年９月12日付をもって１株を３株に分割したため）

２．新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生

ずる１円未満の端数は切り上げる。

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×
１

分割・併合の比率

また、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整

し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。

調整後払込金額 ＝
調整前払込金額×既発行株式数 ＋ 新株発行(処分)株式数×１株当たり払込金額

既発行株式数＋新株発行株式数

３．新株予約権の行使の条件

①　新株予約権の行使は、行使しようとする新株予約権又は新株予約権者について、新株予約権の消却事由が

発生していない事を条件とし、消却事由が生じた新株予約権の行使は認められないものとする。但し、取締

役会の決議により特に行使を認められた場合はこの限りではない。

②　新株予約権の行使に当たっては、新株予約権１個の一部についてこれを行使する事はできないものとす

る。また、新株予約権の行使の結果、新株予約権者に対して発行される株式数は整数でなければならず、１株

未満の端数の部分については、株式を割り当てないものとする。

③　当社と新株予約権者との間で、別途「新株予約権割当契約」を締結した場合は、その契約に定めるところ

に従って新株予約権を行使しなければならない。

４．新株予約権の譲渡に関する事項

　新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要する。

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

            該当事項はありません。

　　

　　　　　　

（４）【ライツプランの内容】

　　該当事項はありません。
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（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数（株)

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

平成18年９月12日

（注）
6,500 9,750 － 245,000 － 145,000

　（注）　株式分割（１：３）によるものです。

（６）【所有者別状況】

 平成23年２月28日現在

区分

株式の状況 単元未満株
式の状況
（株）

政府及び地
方公共団体

金融機関
金融商品取
引業者

その他の法
人

外国法人等
個人その他 計

個人以外 個人

株主数（人） － 5 7 39 － 1 837 889 －

所有株式数

（株）
－ 374 145 3,148 － 2 6,081 9,750－

所有株式数の

割合（％）
－ 3.83 1.49 32.29 － 0.02 62.37100.00－

（注） 自己株式1,854株は、「個人その他」に含めて記載しております。

（７）【大株主の状況】

 平成23年２月28日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

株式会社シーズメン 東京都中央区日本橋小伝馬町13－４ 1,854 19.01

日本プライベートエクイティ株式会社 東京都千代田区九段下１丁目14－21 657 6.73

株式会社大野衣料 神奈川県横浜市瀬谷区卸本町9279-29 495 5.07

株式会社ビッグジョン　 岡山県倉敷市児島下の町１丁目12－27　 477 4.89

シーズメン従業員持株会 　 東京都中央区日本橋小伝馬町13－４ 444 4.55

株式会社テーオーシー　 東京都品川区西五反田７丁目22－17　 400 4.10

椛島　正司 神奈川県横須賀市 325 3.33

株式会社りそな銀行 大阪府大阪市中央区備後町２丁目２－１ 300 3.07

市川　正史 東京都港区 282 2.89

豊島株式会社名古屋本社 愛知県名古屋市中区錦２丁目14－27 200 2.05

計 － 5,434 55.73
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（８）【議決権の状況】

①【発行済株式】

 平成23年２月28日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式   1,854 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式   7,896 7,896 －

単元未満株式 － － －

発行済株式総数 9,750 － －

総株主の議決権 － 7,896 －

　

②【自己株式等】

 平成23年２月28日現在

所有者の氏名又
は名称

所有者の住所
自己名義所有株
式数（株）

他人名義所有株
式数（株）

所有株式数の合
計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

株式会社シーズメン
東京都中央区日本

橋小伝馬町13-４
1,854 － 1,854 19.01

計 － 1,854 － 1,854 19.01
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（９）【ストックオプション制度の内容】

　当社は、新株引受権方式によるストックオプション制度を採用しております。当該制度は旧商法第280条ノ20及び

21の規定に基づき、平成14年５月21日及び平成15年５月28日に在任する当社取締役及び当社使用人（当社就業規則

第２条第１項にいう社員を指す。以下同じ）に対して新株引受権を付与することを同日開催の定時株主総会におい

て決議されたものであります。当該制度の内容は商法等改正整備法第19条第１項の規定により、下記表中では新株

引受権を新株予約権として記載しております。

①　平成14年５月21日定時株主総会決議（第１回新株予約権）

決議年月日 平成14年５月21日

付与対象者の区分及び人数（名） 取締役３名、従業員36名、社外コンサルタント１名

新株予約権の目的となる株式の種類 (2)「新株予約権等の状況」に記載しております。

新株予約権の目的となる株式の数（株） 　296　(注)１

新株予約権の行使時の払込金額（円） 　358,700　(注)２

新株予約権の行使期間 (2)「新株予約権等の状況」に記載しております。

新株予約権の行使の条件 　同上

新株予約権の譲渡に関する事項 　同上

代用払込みに関する事項 ─

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関

する事項
─

(注）１．新株予約権の目的となる株式の数

500株を上限とする。なお、当社が株式分割又は、株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調

整するものとする。ただし、かかる調整は、本件新株予約権のうち、当該時点で行使または消却されていない

新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われるものとする。

調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率

（調整後生じる１株の100分の１未満の株式は切り捨てる）

２．新株予約権の行使時の払込金額

1）新株予約権発行後、株式分割または株式併合を行う場合、次の算式（以下「行使価額調整式」という）に

より１株あたりの行使価額を調整するものとする。

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１

分割・併合の比率

（行使価額調整式の計算については、円未満小数第１位まで算出し、小数第１位を四捨五入する。）

2）当社が、新株予約権発行後、時価を下回る価額で新株を発行（新株予約権の権利行使の場合を含まない）

する場合は、次の算式により調整されるものとする。

調整後行使価額 ＝
調整前行使価額×既発行株式数 ＋ 新発行株式数×１株当たり払込金額

既発行株式数＋新発行株式数

（行使価額調整式の計算については、１円未満の端数は切り上げる。）

3）当社が他社と吸収合併もしくは新設合併し、または株式交換もしくは株式移転を行う場合、行使価額につ

いて、当社が必要と認める調整を行う。

4）行使価額の調整が行われる場合には、会社は、関連事項決定後直ちに、新株予約権者に対して、その旨なら

びにその事由、調整後の行使価額および適用の日その他の必要事項を通知しなければならない。

３．平成18年９月12日付をもって、１株を３株に分割しております。
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②　平成15年５月28日定時株主総会決議（第２回新株予約権）

決議年月日 平成15年５月28日

付与対象者の区分及び人数（名） 従業員９名

新株予約権の目的となる株式の種類 (2)「新株予約権等の状況」に記載しております。

新株予約権の目的となる株式の数（株） 　18　(注)１

新株予約権の行使時の払込金額（円） 　450,000　(注)２

新株予約権の行使期間  (2)「新株予約権等の状況」に記載しております。

新株予約権の行使の条件 　同上

新株予約権の譲渡に関する事項 　同上

代用払込みに関する事項 ─

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関

する事項
─

（注）１．新株予約権の目的となる株式の数

300株を上限とする。なお、当社が株式分割又は、株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調

整するものとする。ただし、かかる調整は、本件新株予約権のうち、当該時点で行使または消却されていない

新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われるものとする。

調整後株式数 = 調整前株式数×分割・併合の比率

（調整後生じる１株の100分の１未満の株式は切り捨てる）

２．新株予約権の行使時の払込金額

1）新株予約権発行後、株式分割または株式併合を行う場合、次の算式（以下「行使価額調整式」という）に

より１株あたりの行使価額を調整するものとする。

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１

分割・併合の比率

（行使価額調整式の計算については、円未満小数第１位まで算出し、小数第１位を四捨五入する。）

2）当社が、新株予約権発行後、時価を下回る価額で新株を発行（新株予約権の権利行使の場合を含まない）

する場合は、次の算式により調整されるものとする。

調整後行使価額 ＝
調整前行使価額×既発行株式数 ＋ 新発行株式数×１株当たり払込金額

既発行株式数＋新発行株式数

（行使価額調整式の計算については、１円未満の端数は切り上げる。）

3）当社が他社と吸収合併もしくは新設合併し、または株式交換もしくは株式移転を行う場合、行使価額につ

いて、当社が必要と認める調整を行う。

4）行使価額の調整が行われる場合には、会社は、関連事項決定後直ちに、新株予約権者に対して、その旨なら

びにその事由、調整後の行使価額および適用の日その他の必要事項を通知しなければならない。

３．平成18年９月12日付をもって、１株を３株に分割しております。
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２【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】 該当事項はありません。

（１）【株主総会決議による取得の状況】

　該当事項はありません。

（２）【取締役会決議による取得の状況】

　　　　　該当事項はありません。

 

（３）【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

　該当事項はありません。

（４）【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区　　　　　　分
当事業年度 当期間

株式数(株)
処分価額の総額

(円)
株式数(株)

処分価額の総額
(円)

引き受ける者の募集を行った

取得自己株式
－ － － －

消却の処分を行った取得自己株式 － － － －

合併、株式交換、会社分割に係る移転

を行った取得自己株式
－ － － －

その他 － － － －

保有自己株式数 1,854 － 1,854 －
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３【配当政策】

　当社は、株主に対する利益還元は経営の重要課題のひとつと認識しており、中長期的に利益成長を続け、業績に 

　　連動した配当を実施することを配当政策といたします。

　　　また、同時に株主にとって魅力ある配当も考慮し、企業成長のステージに応じて目標とする配当性向を見直すこ

　　とにより、株主への利益還元を実施してまいります。

　　　内部留保につきましては、将来の企業価値を高めるための店舗開発、ブランド開発などの事業投資に充当いたし

　　ます。毎事業年度における配当の回数については、定時株主総会にて１回もしくは中間配当を含めた２回を基本的

　　な方針としております。

　　　配当の決定機関は株主総会でありますが、当社は会社法第454条第５項に規定する中間配当を取締役会の決議によ

　　って行うことができる旨、定款で定めております。

　　平成23年２月期の配当につきましては、１株当たり1,000円とし、配当性向58.5％となりました。

　　　株主総会決議日　平成23年５月27日

　　　配当金の総額　　　　　7,896千円　

　

　　 

４【株価の推移】

（１）【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】

回次 第18期 第19期 第20期 第21期 第22期
決算年月 平成19年２月 平成20年２月 平成21年２月 平成22年２月 平成23年２月

最高（円） － 403,000 160,000 78,600 65,000

最低（円） － 121,000 66,000 48,800 39,000

　（注）　最高・最低株価は、平成22年10月11日以前は大阪証券取引所ヘラクレス、平成22年10月12日以降は大阪証券取引

所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）におけるものであります。

なお、平成19年８月７日付をもって同取引所に株式を上場いたしましたので、それ以前の株価については該当

事項はありません。

（２）【最近６月間の月別最高・最低株価】

月別 平成22年９月 平成22年10月平成22年11月平成22年12月平成23年１月 平成23年２月

最高（円） 52,000 50,000 47,800 52,800 53,000 53,500

最低（円） 46,400 39,850 39,000 41,200 47,000 47,550

　（注）　最高・最低株価は、平成22年10月11日以前は大阪証券取引所ヘラクレス、平成22年10月12日以降は大阪証券取引

所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）におけるものであります。
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５【役員の状況】

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有
株式数
（株）

取締役社長

（代表取締役）
 椛島　正司 昭和22年１月11日生

昭和46年 ６月 株式会社高久（現株式会社

タカキュー）入社

(注)２ 325平成３年 ９月　 株式会社キャビン入社　

平成３年 11月　当社取締役営業本部長　

平成４年 ５月 当社代表取締役社長（現任）

常務取締役 管理本部長 青木　雅夫 昭和30年１月31日生

昭和55年 ４月 リコー電子機器販売株式会社

入社

(注)２ 27

昭和62年 ６月　株式会社京樽入社　

平成９年 ７月　 株式会社良品計画入社　

平成17年 ９月　当社入社　

平成17年 10月　当社経営管理統括部長　

平成18年 ５月　当社取締役経営管理統括部長

　

平成19年 ３月　 当社取締役管理本部長　

平成19年 ５月 当社常務取締役管理本部長

（現任）

取締役 店舗運営部長 古賀　賢司 昭和35年７月18日生

昭和58年 ３月 株式会社エフ入社

(注)２ 64

昭和60年 10月　株式会社キャビン入社　

平成８年 ３月　 当社入社　

平成16年 ９月　当社店舗運営部長　

平成18年 ５月 当社取締役店舗運営部長

（現任）

取締役 店舗企画部長 山田　篤志 昭和34年７月９日生

昭和58年　4月 株式会社ロンシャン入社

(注)２ 35

昭和60年 11月　株式会社キャビン入社　

平成８年 ３月　 当社入社　

平成17年 ９月　当社店舗企画部長　

平成19年 ５月 当社取締役店舗企画部長

（現任）

取締役
 営業本部副本

 部長
藤原　　真 昭和42年３月22日生

平成２年 ４月 株式会社キャビン入社

(注)２ 46
平成８年 ３月　 当社入社　

平成19年 ３月　当社販売部部長　

平成22年 ３月 当社営業本部副本部長(現任)

常勤監査役　 　 荻野　　俊和 昭和33年６月17日生

昭和58年 ４月

平成８年 ３月

平成11年 ３月

平成12年 ３月

平成16年 ３月

平成22年 ３月

平成22年 ５月

株式会社キャビン入社

当社入社　

当社営業本部長

当社店舗支援部長

当社広報室長

当社顧問

当社監査役(現任)　

(注)３ 49

監査役  小松田由美子 昭和30年10月４日生

昭和55年 11月東急車輛製造株式会社入社

(注)３ －

昭和62年 10月　菱倉税務会計事務所入所　

平成９年 11月　赤城清税理士事務所入所　

平成15年 10月　小林由美子税理士事務所開業

　

平成18年 ９月 当社社外監査役（現任）
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有
株式数
（株）

監査役  増田　辰男 昭和20年12月１日生

昭和44年 ４月 樫山株式会社（現株式会社オ

ンワード樫山）入社

(注)４  －

平成８年 ３月　 株式会社アクティ21

　取締役営業本部長　

平成12年 ５月　株式会社インパクト21

　常勤監査役　

平成19年 ４月　日本環境株式会社

　監査役　

平成19年 ６月　同社常勤監査役（現任）　

平成23年 ５月 当社社外監査役（現任）

計 　546

　（注）１．監査役小松田由美子及び監査役増田辰男は、会社法第２条第16号に定める「社外監査役」であります。

２．平成22年５月28日開催の定時株主総会から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株

主総会の終結の時までであります。

３．平成22年５月28日開催の臨時株主総会から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株

主総会の終結の時までであります。

４．平成23年５月27日開催の定時株主総会から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株

主総会の終結の時までであります。

５．所有株式数には、シーズメン役員持株会における各自の持分を含めた実質持株数を記載しております。
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６【コーポレート・ガバナンスの状況等】

（１）【コーポレート・ガバナンスの状況】

　①企業統治の体制

　　　 ａ.企業統治の体制の概要と採用理由

　　　　　当社は、監査役会制度を採用しており、取締役会と監査役会により、業務執行の監督及び監視を行っておりま

　　　　す。取締役会は定例として月１回開催し、経営と執行について決定、監視し、必要に応じて臨時取締役会を開催

　　　　することで、適時に経営戦略や業務計画の見直しができる体制になっております。監査役会は、定例として月１

　　　　回開催し、また、独立性の高い複数の社外監査役を選任し、監査機能を強化しております。　　

　　　　　当社のコーポレートガバナンスの基本的な考え方は、企業価値の継続的な増大をめざして、効率が高く、健全

　　　　で透明性の高い経営を実現することによって、株主やお客様をはじめ、取引先、地域社会、従業員等の各ステー

　　　　クホルダーと良好な関係を築き、お客様に満足していただける商品を提供し長期安定的な成長を遂げることであ

　　　　ります。現体制の採用理由は、これを実行するうえで、現時点において最もふさわしい体制であると判断したた

　　　　めであります。

　　　　　当社のコーポレート・ガバナンス体制を図で示すと以下のとおりとなります。　　　　

　

EDINET提出書類

株式会社シーズメン(E03498)

有価証券報告書

31/78



コーポレート・ガバナンス体制図
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　 　ｂ.内部統制システムおよびリスク管理体制の整備の状況

　(ａ) 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

（ア）法令等の遵守に関する基本方針として「企業行動指針」を制定し、その遵守に向けた取り組みを徹底する。

（イ）経営に係る重要事項の最終意思決定及び取締役の職務執行の監督は、「取締役会規則」に則り、毎月１回以

上開催する取締役会において行う。

（ウ）監査役は、「監査役監査基準規程」及び「監査役協議会規程」に則り、取締役の職務執行を監査し、取締役と

定期的に情報及び意見交換を行う。

（エ）客観的な立場から当社の経営を監視する社外監査役を招聘し、取締役の職務執行の適正を図るための監査機

能を強化する。

（オ）社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力に対しては、毅然とした姿勢で組織的に対応す

る。

　

　(ｂ) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

　「文書管理規程」に基づき、取締役の職務執行に係る重要な情報を記録し、規程に定められている期間保存す

るとともに、取締役及び監査役が、随時これらの記録を閲覧可能な体制を整備・維持する。

　

　(ｃ) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

（ア）事業運営上のリスクについては、各部門部長を責任者として、部門に即したリスク項目について分析・管理

を行い、管理状況を定期的に管理本部長に報告する。

（イ）認識された事業運営上のリスクのうち特に重大な案件については、対応方針を取締役会等において審議・決

定し、各所管部門がこれを実行することで、リスクの発生を防止する。

　

　(ｄ) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

（ア）中期経営計画を策定し、目標達成のための活動を行い、その進捗状況を定期的に検討し、対策を講ずることを

通じて効率的な業務執行を図る。

（イ）取締役の職務の役割分担、責任権限を明確にし、職務執行を効率的かつ迅速に行う。

（ウ）重要な経営課題について、取締役会で十分な検討を行い、経営上の意思決定を迅速に行う。

　

　(ｅ) 使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

（ア）「企業行動指針」、「店舗運営マニュアル」等の規範の周知徹底と、職務に関連した法令の遵守を徹底する

ための教育を行う。

（イ）「ヘルプライン」を設けて、通報者保護の徹底、社外窓口の設置など、不正な行為を通報できる体制を整え

る。

（ウ）他の業務部門から独立した内部監査室による内部監査を通じて各部門の内部管理体制の適切性・有効性を

検証・評価し、その改善を促すことにより、リスク管理体制の適正性を確保する。

　

　(ｆ) 会社並びに親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

　 当社は、親会社及び子会社がない為、該当事項はありません。

　

　(ｇ) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項

　 監査役の監査職務の補助を行うため、監査役の要請があった場合、速やかに適切な人員配置を行う。

　

　(ｈ) 前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項

　 監査役は、監査役の職務を補助する使用人の人事評価・人事異動等に関し、意見を述べることができ、取締

 役はこれを尊重する。
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　(ｉ) 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制、その他の監査役への報告に関する体制

（ア）取締役及び使用人は、当社に著しい損害を及ぼす事実が発生し又は発生する恐れがあるとき、取締役及び

　　使用人による違法又は不正な行為を発見したとき、その他監査役に報告すべき事項が生じたときは、監査役に

    報告する。また、前記に関わらず、監査役はいつでも必要に応じて、取締役及び使用人に対して報告を求める

    ことができる。

（イ）監査役は、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、取締役会その他重要な会議に出席す　

る。

（ウ）監査役は、重要な議事録、社内決裁書類を、随時閲覧し取締役及び使用人に対して説明を求めることができ

る。

（エ）監査役は、「ヘルプライン」の通報状況について報告を受ける。

（オ）内部監査室は、監査役から依頼又は請求があった場合には、必要な監査並びに監査報告書の提出、その他の業

務を行う。

　

 　(ｈ) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

（ア）監査役は、代表取締役、内部監査室とそれぞれ定期的に意見交換を行う。

（イ）監査役は、必要と認めるときは、弁護士、公認会計士、コンサルタントなどの外部専門家を活用することがで

きる。

　　

　　　②内部監査及び監査役監査の状況

　　　　内部監査につきましては、内部監査部門を設置し、１名の専任者によって、業務執行の状況について監査を実施

　　　しております。本社につきましては、毎年１度、全部門の監査を実施し、店舗につきましては毎年、全店舗を往査

　　　し、適正かつ正確な業務運営が行われるよう監視、指導を行っています。監査結果は代表取締役社長に加えて取締

　　　役会にも報告し、被監査部門に対しては改善要求及び、改善実施状況の報告を求め、確認を行っております。

　　　　監査役監査につきましては、３名の監査役（うち社外監査役２名）によって、経営及び業務執行の監視並びに会

　　　計監査を行っております。常勤監査役は、取締役会及び社内の重要な会議への出席、重要書類の閲覧、各種報告を

　　　求めることにより　取締役を監視しております。また、会計帳簿等を閲覧して会計処理や表示の適正性等について

　　　調査を行っております。

　

　　　③社外取締役及び社外監査役

　　　　当社の社外監査役は２名であります。当社と社外監査役２名との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その

　　　他の利害関係はございません。社外監査役増田辰男氏は、主に豊富な業務経験に基づき、取締役の意思決定・業務

　　　執行の妥当性、適正性を確保するため選任しております。社外監査役小松田由美子氏は、税理士の資格を有し、主

　　　に会計の妥当性、適正性を確保するため選任しております。上記社外監査役は、内部監査室、会計監査人との連携

　　　を図りまた、取締役会及び監査役会に出席し、その場において意見を述べ、または説明を求めることができること

　　　となっております。

　　　　当社は社外取締役を選任しておりません。当社は、監査役３名中の２名を社外監査役とすることで経営への監視

　　　機能を強化しています。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部から客観的、中立の経営監視の機能が重要と考

　　　えており、社外監査役２名による監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が

　　　整っているため、現状の体制としております。

　

　　　④役員報酬等

　　　（ａ）役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分
報酬等の総額

（千円）　

　報酬等の種類別の総額（千円） 対象となる役員

の員数（人）基本報酬 賞与 退職慰労金

　取締役 43,070　 43,070 ―   　　　　― 5

　監査役

（社外監査役を除く）
8,540 6,690 ― ― 2

　社外役員 2,400 2,400 ― ― 2
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　　　（ｂ）報酬等の総額が１億円以上であるものの報酬等の総額等

 　　該当事項はありません。

　

    　（ｃ）使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの

総額 対象となる役員の員数 内容

19,237　 3　     給与及び賞与　

　

   　 （ｄ）役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法

　        　当社の取締役の報酬等は、株主総会で承認された各報酬総額の範囲内において規定に則り行なわれ、貢献

　　　　　度、財務状況、経済情勢を考慮の上、決定しております。　監査役の報酬等は、監査役会の協議により決定し

　　　　　ております。　

　

      ⑤　株式の保有状況

      （ａ）投資株式の内保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額

           ２銘柄　37,336千円　

　

　　  （ｂ）保有目的が純投資以外の目的である投資株式の銘柄、株式数、貸借対照表上の保有目的　

　銘柄 　株式数（株）
　貸借対照表計上額

（千円）　
　保有目的

（株）テーオーシー 94,500 33,736 取引先との関係強化

　

　　　（ｃ）保有目的が純投資である投資株式の前事業年度及び当事業年度における貸借対照表上額の合計額並びに当事

　　　　　　業年度における受取配当金、売却損益及び評価損益の合計額　

　　　　　　該当事項はありません。　

　

　　　⑥　会計監査の状況　

　　　　　当社の会計監査業務を執行した公認会計士は瀬戸卓氏及び森田健司氏であり、有限責任監査法人トーマツに所

　　　　属しております。当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士２名、その他４名であります。　　

　

　　　⑦　取締役の定数　

　　　　　当社の取締役は、７名以内とする旨定款に定めております。

　

　　　⑧　責任限定契約の内容　　

　　　　　当社は、社外取締役及び社外監査役に対し、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害

　　　　賠償責任を限定する契約を締結することができる旨定款に設けておりますが、責任限定契約は締結しておりませ

　　　　ん。　
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　　　⑨　取締役の選任の決議要件　

　　　　　当社は、取締役を選任する株主総会の決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１

　　  　以上を有する株主が主席し、その議決権の過半数の決議をもって行う旨定款に定めております。

　　　　　また、取締役会の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。

　

　　　⑩　取締役会にて決議することができる株主総会決議事項　

　　　（ａ）自己株式の取得　

　　　　　　当社は、自己株式の取得について、取締役会の決議によって、市場取引等により、自己株式を取得すること

　　　　　ができる旨定款に定めております。

　

　　　（ｂ）取締役の責任免除　

　　　　　　当社は、会社法第426条第１項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)

          の損害賠償を法令の限度において、取締役の決議によって免除することができる旨定款に定めております。

　

      （ｃ）剰余金の配当（中間配当金）　　

　　　　　　当社は、剰余金の配当（中間配当金）を、取締役会の決議によって、毎年８月31日を基準日として中間配当

　　　　　を行うことができる旨定款に定めております。

　

　　　⑪　株主総会の特別決議要件　　

　　　　　当社は、株主総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合のほか、出席した議決権を行使することが

　　　　できる株主の議決権の過半数をもって決する。会社法第309条第２項に定める決議は、議決権を行使することが

　　　　できる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨定款に定

　　　　めております。　
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（２）【監査報酬の内容等】

①【監査公認会計士等に対する報酬の内容】

前事業年度 当事業年度
監査証明業務に基づく報酬

（千円）
非監査業務に基づく報酬

（千円）
監査証明業務に基づく報酬

（千円）
非監査業務に基づく報酬

（千円）

23,000 2,220 22,500 －

　

②【その他重要な報酬の内容】

  (前事業年度）

　　 該当事項はありません。

　

  (当事業年度）

     該当事項はありません。　

　

③【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

　(前事業年度）

 　　当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は「財務報告に係る内部統制に関する

　 助言・指導業務」であります。

　

  (当事業年度）

     該当事項はありません。

　

④【監査報酬の決定方針】

　該当事項はありません。
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第５【経理の状況】

１．財務諸表の作成方法について

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務

諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。

　なお、前事業年度（平成21年３月１日から平成22年２月28日まで）は、改正前の財務諸表等規則に基づき、当事業年

度（平成22年３月１日から平成23年２月28日まで）は、改正後の財務諸表等規則に基づいて作成しております。

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前事業年度（平成21年３月１日から平成22年２月28日

まで）及び当事業年度（平成22年３月１日から平成23年２月28日まで）の財務諸表について、有限責任監査法人トー

マツにより監査を受けております。

　

３．連結財務諸表について

　 当社は子会社がありませんので、連結財務諸表を作成しておりません。

　

４．財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

   当社は、財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内容や

  変更等を適時適切に把握し、的確に対応出来るようにするため、監査法人及び各種団体の講習会に参加する等積極的

　な情報収集活動に努めております。　　
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１【財務諸表等】
（１）【財務諸表】
①【貸借対照表】

(単位：千円)

前事業年度
(平成22年２月28日)

当事業年度
(平成23年２月28日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,374,039 1,223,188

売掛金 297,585 231,738

有価証券 － 10,000

商品 668,507 696,148

前払費用 28,616 28,263

未収入金 117,204 32,502

繰延税金資産 48,629 47,110

その他 2,227 7,052

貸倒引当金 － △2,346

流動資産合計 2,536,809 2,273,657

固定資産

有形固定資産

建物 860,528 736,850

減価償却累計額 △537,366 △463,915

建物（純額） 323,161 272,935

工具、器具及び備品 156,797 137,165

減価償却累計額 △126,518 △113,766

工具、器具及び備品（純額） 30,279 23,398

建設仮勘定 18,016 3,380

有形固定資産合計 371,457 299,714

無形固定資産

商標権 150 －

ソフトウエア 7,900 13,279

リース資産 93,000 115,680

その他 8,050 3,150

無形固定資産合計 109,101 132,110

投資その他の資産

投資有価証券 34,596 37,336

長期貸付金 － 75,725

長期前払費用 21,738 20,944

繰延税金資産 165,235 156,308

敷金及び保証金 1,144,091 907,154

貸倒引当金 △85,045 △75,725

投資その他の資産合計 1,280,615 1,121,744

固定資産合計 1,761,174 1,553,569

資産合計 4,297,983 3,827,226
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(単位：千円)

前事業年度
(平成22年２月28日)

当事業年度
(平成23年２月28日)

負債の部

流動負債

支払手形 205,322 147,030

買掛金 194,072 142,364

短期借入金 300,000 299,998

1年内返済予定の長期借入金 394,477 276,464

リース債務 18,698 29,789

未払金 115,153 14,231

未払費用 204,672 158,131

未払法人税等 12,768 18,621

未払消費税等 4,508 7,790

賞与引当金 38,200 33,070

ポイント引当金 13,904 －

設備関係支払手形 14,944 －

その他 15,623 2,435

流動負債合計 1,532,344 1,129,928

固定負債

長期借入金 516,256 419,788

役員退職慰労引当金 33,415 31,565

リース債務 71,964 86,823

固定負債合計 621,635 538,176

負債合計 2,153,980 1,668,105

純資産の部

株主資本

資本金 245,000 245,000

資本剰余金

資本準備金 145,000 145,000

その他資本剰余金 270,193 270,193

資本剰余金合計 415,193 415,193

利益剰余金

利益準備金 16,756 16,756

その他利益剰余金

別途積立金 1,790,000 1,790,000

繰越利益剰余金 △169,021 △155,528

利益剰余金合計 1,637,735 1,651,228

自己株式 △150,446 △150,446

株主資本合計 2,147,482 2,160,974

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △3,478 △1,852

評価・換算差額等合計 △3,478 △1,852
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(単位：千円)

前事業年度
(平成22年２月28日)

当事業年度
(平成23年２月28日)

純資産合計 2,144,003 2,159,121

負債純資産合計 4,297,983 3,827,226

EDINET提出書類

株式会社シーズメン(E03498)

有価証券報告書

41/78



②【損益計算書】
(単位：千円)

前事業年度
(自　平成21年３月１日
　至　平成22年２月28日)

当事業年度
(自　平成22年３月１日
　至　平成23年２月28日)

売上高 7,708,265 6,936,536

売上原価

商品期首たな卸高 792,059 668,507

当期商品仕入高 3,944,167 3,603,244

合計 4,736,226 4,271,752

他勘定振替高 10,053 －

商品期末たな卸高 668,507 696,148

商品売上原価 ※1
 4,057,666

※1
 3,575,603

売上総利益 3,650,599 3,360,932

販売費及び一般管理費 ※2
 3,658,928

※2
 3,279,422

営業利益又は営業損失（△） △8,329 81,509

営業外収益

受取利息 474 1,159

受取配当金 766 823

その他 203 886

営業外収益合計 1,444 2,869

営業外費用

支払利息 30,167 29,761

その他 1,582 864

営業外費用合計 31,750 30,626

経常利益又は経常損失（△） △38,635 53,752

特別利益

償却債権取立益 1,200 748

店舗閉鎖損失戻入額 － 7,770

貸倒引当金戻入額 － 6,972

その他 297 506

特別利益合計 1,497 15,998

特別損失

固定資産売却損 － ※3
 677

固定資産除却損 ※4
 15,478

※4
 13,869

店舗閉鎖損失 ※5
 77,903

※5
 5,846

減損損失 ※6
 108,124

※6
 11,263

店舗改装費用 － 2,000

棚卸資産会計基準の適用に伴う影響額 8,000 －

店舗整理に伴う在庫評価損 2,053 －

特別損失合計 211,559 33,657

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） △248,698 36,093

法人税、住民税及び事業税 14,731 13,269

法人税等調整額 △66,799 9,330

法人税等合計 △52,068 22,600

当期純利益又は当期純損失（△） △196,629 13,492
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③【株主資本等変動計算書】
(単位：千円)

前事業年度
(自　平成21年３月１日
　至　平成22年２月28日)

当事業年度
(自　平成22年３月１日
　至　平成23年２月28日)

株主資本

資本金

前期末残高 245,000 245,000

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 245,000 245,000

資本剰余金

資本準備金

前期末残高 145,000 145,000

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 145,000 145,000

その他資本剰余金

前期末残高 270,193 270,193

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 270,193 270,193

資本剰余金合計

前期末残高 415,193 415,193

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 415,193 415,193

利益剰余金

利益準備金

前期末残高 16,756 16,756

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 16,756 16,756

その他利益剰余金

別途積立金

前期末残高 1,790,000 1,790,000

当期変動額

別途積立金の積立 － －

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,790,000 1,790,000

繰越利益剰余金

前期末残高 100,744 △169,021

当期変動額

剰余金の配当 △73,136 －

別途積立金の積立 － －
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(単位：千円)

前事業年度
(自　平成21年３月１日
　至　平成22年２月28日)

当事業年度
(自　平成22年３月１日
　至　平成23年２月28日)

当期純利益又は当期純損失（△） △196,629 13,492

当期変動額合計 △269,765 13,492

当期末残高 △169,021 △155,528

利益剰余金合計

前期末残高 1,907,501 1,637,735

当期変動額

剰余金の配当 △73,136 －

当期純利益又は当期純損失（△） △196,629 13,492

当期変動額合計 △269,765 13,492

当期末残高 1,637,735 1,651,228

自己株式

前期末残高 △72,696 △150,446

当期変動額

自己株式の取得 △77,750 －

当期変動額合計 △77,750 －

当期末残高 △150,446 △150,446

株主資本合計

前期末残高 2,494,998 2,147,482

当期変動額

剰余金の配当 △73,136 －

当期純利益又は当期純損失（△） △196,629 13,492

自己株式の取得 △77,750 －

当期変動額合計 △347,516 13,492

当期末残高 2,147,482 2,160,974

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 △2,469 △3,478

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△1,008 1,625

当期変動額合計 △1,008 1,625

当期末残高 △3,478 △1,852

評価・換算差額等合計

前期末残高 △2,469 △3,478

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△1,008 1,625

当期変動額合計 △1,008 1,625

当期末残高 △3,478 △1,852
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(単位：千円)

前事業年度
(自　平成21年３月１日
　至　平成22年２月28日)

当事業年度
(自　平成22年３月１日
　至　平成23年２月28日)

純資産合計

前期末残高 2,492,528 2,144,003

当期変動額

剰余金の配当 △73,136 －

当期純利益又は当期純損失（△） △196,629 13,492

自己株式の取得 △77,750 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,008 1,625

当期変動額合計 △348,524 15,117

当期末残高 2,144,003 2,159,121
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④【キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)

前事業年度
(自　平成21年３月１日
　至　平成22年２月28日)

当事業年度
(自　平成22年３月１日
　至　平成23年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） △248,698 36,093

減価償却費 127,108 95,414

無形固定資産償却費 7,316 33,501

長期前払費用償却額 9,770 9,526

減損損失 108,124 11,263

貸倒引当金の増減額（△は減少） △78 △6,972

賞与引当金の増減額（△は減少） △11,100 △5,130

ポイント引当金の増減額（△は減少） △3,919 △13,904

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △2,083 △1,850

受取利息及び受取配当金 △1,240 △1,983

支払利息 30,167 29,761

固定資産除却損 15,478 13,869

固定資産売却損益（△は益） － 677

売上債権の増減額（△は増加） 10,659 65,847

たな卸資産の増減額（△は増加） 123,552 △27,641

その他の資産の増減額（△は増加） 7,041 △2,335

仕入債務の増減額（△は減少） 22,229 △110,000

その他の負債の増減額（△は減少） 27,397 △116,890

未払消費税等の増減額（△は減少） △9,238 3,282

小計 212,489 12,530

利息及び配当金の受取額 1,240 1,983

利息の支払額 △30,096 △29,693

法人税等の支払額 △13,702 △7,074

営業活動によるキャッシュ・フロー 169,930 △22,254

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出 － △10,000

有形固定資産の取得による支出 △74,165 △86,489

無形固定資産の取得による支出 △15,580 △4,910

敷金及び保証金の回収による収入 113,835 275,856

敷金及び保証金の差入による支出 △49,757 △52,332

長期前払費用の取得による支出 △4,678 △10,416

投資活動によるキャッシュ・フロー △30,345 111,708
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(単位：千円)

前事業年度
(自　平成21年３月１日
　至　平成22年２月28日)

当事業年度
(自　平成22年３月１日
　至　平成23年２月28日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） 150,000 △2

長期借入れによる収入 350,000 200,000

長期借入金の返済による支出 △471,900 △414,481

自己株式の取得による支出 △77,750 －

セール・アンド・リースバックによる収入 21,000 －

リース債務の返済による支出 △2,337 △25,648

配当金の支払額 △72,840 △172

財務活動によるキャッシュ・フロー △103,828 △240,304

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 35,757 △150,850

現金及び現金同等物の期首残高 1,338,282 1,374,039

現金及び現金同等物の期末残高 ※1
 1,374,039

※1
 1,223,188
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【重要な会計方針】

項目
前事業年度

（自 平成21年３月１日
至 平成22年２月28日）

当事業年度
（自 平成22年３月１日
至 平成23年２月28日）

１．有価証券の評価基準及び

評価方法

(1)　　　　　　　―　

　

　

(2)その他有価証券

　 　時価のあるもの　

　期末日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は、全部純資産直入法により処

理）

(1)満期保有目的の債券

　 償却原価法（定額法）を採用しており

 ます。　

(2)その他有価証券

　 　時価のあるもの　

同左

　

　

　 　時価のないもの

　移動平均法による原価法

　時価のないもの

同左

２．デリバティブ等の評価基

準及び評価方法

デリバティブ

　時価法

デリバティブ

同左

３．たな卸資産の評価基準及

び評価方法

商品

 　 総平均法による原価法（貸借対照表価

　額については収益性の低下に基づく簿価

　切下げの方法)　　

商品

同左

４．固定資産の減価償却の方

法

(1)有形固定資産

定率法

　主な耐用年数は以下のとおりであり

ます。

建物　　　　　　　　３年～ 15年

工具、器具及び備品　３年～ ８年

(1)有形固定資産

同左

 (2)無形固定資産（リース資産を除く）

定額法

　なお、自社利用のソフトウェアについ

ては、社内における見込利用可能期間

（５年）に基づく定額法によっており

ます。

(2)無形固定資産（リース資産を除く）

同左

 (3)長期前払費用

定額法

(3)長期前払費用

同左

　 (4)リース資産

　　所有権移転ファイナンス・リース取引

　に係るリース資産

　　自己所有の固定資産に適用する減価償

　却方法と同一の方法を採用しております。

　

　　所有権移転外ファイナンス・リース取　

　引に係るリース資産

    リース期間を耐用年数とし、残存価額

　を零とする定額法を採用しております。

　　なお、所有権移転外ファイナンス・リ

　ース取引のうち、リース取引開始日が平

　成21年２月28日以前のリース取引につい

　ては、通常の賃貸借取引に係る方法に準

　じた会計処理によっております。　

(4)リース資産

同左
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項目
前事業年度

（自 平成21年３月１日
至 平成22年２月28日）

当事業年度
（自 平成22年３月１日
至 平成23年２月28日）

５．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

　売上債権等の貸倒損失に備えるため、一

般債権については貸倒実績率により、貸

倒懸念債権等特定の債権については個別

に回収可能性を検討し、回収不能見込額

を計上しております。

(1）貸倒引当金

同左

 (2）賞与引当金

　従業員の賞与支給に備えるため、支給見

込額のうち当期に負担すべき金額を計上

しております。

(2）賞与引当金

同左

 (3)役員賞与引当金

　役員の賞与支給に備えるため、支給見込

額のうち当期に負担すべき金額を計上し

ております。

(3)役員賞与引当金

同左

 (4)ポイント引当金

　販売促進を目的とするポイントカード

制度に基づき、顧客に付与したポイント

の将来の利用に伴う費用負担に備え、所

要額を計上しております。

(4)ポイント引当金

　　販売促進を目的とするポイントカード

　制度に基づき、顧客に付与したポイント

　の将来の利用に伴う費用負担に備え、所

　 要額を計上しておりましたが、当期中の

　 ポイント制度廃止に伴い、顧客に付与し

　 たポイントは平成23年２月末時点で失効

　 したため、ポイント引当金残高はありま

　 せん。　

 (5)役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支出に備えるため、

当社内規に基づく要支給額を計上してお

ります。

　なお、当社は平成20年４月10日開催の取

締役会の決議に基づき平成20年５月23日

をもって役員退職慰労引当金制度を廃止

し、退任時に支給することにいたしまし

た。

　つきましては、平成20年５月24日以降の

期間に対する役員退職慰労引当金の繰入

はいたしません。

(5)役員退職慰労引当金

　　　　　　　同左
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項目
前事業年度

（自 平成21年３月１日
至 平成22年２月28日）

当事業年度
（自 平成22年３月１日
至 平成23年２月28日）

６．ヘッジ会計の方法 （1）ヘッジ会計の方法

　金利スワップ及び金利キャップについ

ては、特例処理の要件を満たしている場

合は、特例処理によっております。

（1）ヘッジ会計の方法

同左

 （2）ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段：金利スワップ及び金利

　　　　　　キャップ

ヘッジ対象：借入金

（2）ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

 （3）ヘッジ方針

　資金調達における将来の市場金利の変

動にかかるリスクを回避することを目的

としております。従って投機的な取引は

一切行わない方針であります。

（3）ヘッジ方針

同左

 （4）ヘッジ有効性評価の方法

　  金利スワップ及び金利キャップについ

ては、特例処理の要件を満たしているた

   め、有効性の評価を省略しております。

（4）ヘッジ有効性評価の方法

同左

７．キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲

　手許現金、随時引き出し可能な預金及び容

易に換金可能であり、かつ、価値の変動につ

いて僅少なリスクしか負わない取得日から

３ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資

からなっております。

同左

８．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項

　消費税等の会計処理

　消費税及び地方消費税の会計処理は税

抜方式によっております。　

同左
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【会計処理方法の変更】

前事業年度
（自 平成21年３月１日
至 平成22年２月28日）

当事業年度
（自 平成22年３月１日
至 平成23年２月28日）

 （たな卸資産の評価基準及び評価方法の変更） 

　通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来

総平均法による原価法によっておりましたが、当事業年度

より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準

第９号　平成18年７月５日公表分）が適用されたことに伴

い、総平均法による原価法（貸借対照表価額については収

益性の低下に基づく簿価切下げの方法）により算出してお

ります。

　これにより、当期の売上総利益が5,990千円減少し、営

業損失並びに経常損失がそれぞれ5,990千円増加し、税引

前当期純損失が13,990千円増加しております。

　

（リース取引に関する会計基準）　

　所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従

来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっており

ましたが、当事業年度より、「リース取引に関する会計基

準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業審議

会第一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取

引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針

第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 会計制

度委員会）、平成19年３月30日改正））を適用し、通常の

売買取引に係る会計処理によっております。

　なお、リース取引開始日がリース取引会計基準の改正適

用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

については、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じ

た会計処理によっております。

　この変更に伴う損益に与える影響はありません。　

 　―　
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【注記事項】

（貸借対照表関係）

　　　　　該当事項はありません。

（損益計算書関係）

前事業年度
（自 平成21年３月１日
至 平成22年２月28日）

当事業年度
（自 平成22年３月１日
至 平成23年２月28日）

※１. 商品期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下げ

　

　　　後の金額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価

　　　に含まれております。　　　　  7,058千円

※１. 商品期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下げ

　

　　　後の金額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価

　　　に含まれております。　　　　  16,268千円

※２．販売費及び一般管理費

販売費に属する費用のおおよその割合は87.0％、一般管

理費に属する費用のおおよその割合は13.0％でありま

す。

　主要な費目及び金額は次のとおりであります。

※２．販売費及び一般管理費

販売費に属する費用のおおよその割合は86.2％、一般管

理費に属する費用のおおよその割合は13.8％でありま

す。

　主要な費目及び金額は次のとおりであります。

給与手当 1,161,704千円

賞与 38,753千円

賞与引当金繰入額 31,537千円

退職給付費用 26,808千円

法定福利費 133,710千円

広告宣伝費 148,494千円

店舗家賃等 1,343,632千円

減価償却費 127,108千円

給与手当 1,042,859千円

賞与 33,008千円

賞与引当金繰入額 28,837千円

退職給付費用 25,860千円

法定福利費 138,859千円

広告宣伝費 124,109千円

店舗家賃等 1,175,984千円

減価償却費 95,414千円

　３.　　　　　　　　　　― ※３．固定資産売却損の内訳

　 　 工具、器具及び備品 677千円

※４．固定資産除却損の内訳 ※４．固定資産除却損の内訳

建物 12,740千円

工具、器具及び備品 594千円

その他　 2,143千円

計 15,478千円

建物 11,437千円

工具、器具及び備品 748千円

その他　 1,683千円

計 13,869千円
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前事業年度
（自 平成21年３月１日
至 平成22年２月28日）

当事業年度
（自 平成22年３月１日
至 平成23年２月28日）

※５．店舗閉鎖損失は、店舗閉鎖に伴う原状回復費等であ

ります。

※５．　　　　　　　　同左

※６．減損損失

　当期において、次の資産グループについて減損損失を

計上しております。

※６．減損損失

　当期において、次の資産グループについて減損損失を

計上しております。

場所 用途
減損損失（千円）

建物
工具、器具及

び備品
計

北海道 営業用店舗 7,103 11 7,114
宮城県 〃 10,096 84 10,181
栃木県 〃 7,472 27 7,499
茨城県 〃 2,286 232 2,519
埼玉県 〃 15,1441,00616,151
東京都 〃 3,567 208 3,775
神奈川県 〃 14,600 257 14,857
京都府 〃 8,023 6 8,030
兵庫県 〃 2,618 85 2,703
香川県 〃 6,639 17 6,656
広島県 〃 13,899 605 14,505
福岡県 〃 13,705 423 14,129

計  105,1582,966108,124

場所 用途
減損損失（千円）

建物
工具、器具及

び備品
計

東京都 営業用店舗 3,473 79 3,552
千葉県 〃 3,964 165 4,130
福岡県 〃 3,429 151 3,580

計  10,867 395 11,263

当社は、各営業用店舗を独立したキャッシュ・フローを

生み出す最小の単位とし、本社設備等を共用資産としてグ

ルーピングしております。

上記各資産グループにおいて、店舗損益の継続的な悪化

が生じており、または店舗の使用方法の変更により、各資

産グループの帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減

少額を減損損失（108,124千円）として特別損失に計上し

ました。

なお、各資産グループの回収可能価額は使用価値により

測定しており、将来キャッシュ・フローを5.2％で割り引

いて算定しております。

当社は、各営業用店舗を独立したキャッシュ・フローを

生み出す最小の単位とし、本社設備等を共用資産としてグ

ルーピングしております。

上記各資産グループにおいて、店舗損益の継続的な悪化

が生じており、または店舗の使用方法の変更により、各資

産グループの帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減

少額を減損損失（11,263千円）として特別損失に計上し

ました。

なお、各資産グループの回収可能価額は使用価値により

測定しており、将来キャッシュ・フローを4.6％で割り引

いて算定しております。
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（株主資本等変動計算書関係）

前事業年度（自　平成21年３月１日　至　平成22年２月28日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前事業年度末
株式数（株）

当事業年度
増加株式数（株）

当事業年度
減少株式数（株）

当事業年度末
株式数（株）

発行済株式                 

　普通株式 9,750 － － 9,750

　　合計 9,750 － － 9,750

自己株式                 

　普通株式　（注） 608 1,246 － 1,854

　　合計 608 1,246 － 1,854

 （注）普通株式の増加1,246株は、取締役会決議による自己株式の取得による増加であります。

　

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

該当事項はありません。

３．配当に関する事項

（1）配当金の支払額

　
　
決議

株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成21年５月21日

定時総会決議
普通株式 73,136 8,000

平成21年

 ２月28日

平成21年

　　 ５月22日

（2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

　　　　 該当事項はありません。
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当事業年度（自　平成22年３月１日　至　平成23年２月28日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前事業年度末
株式数（株）

当事業年度
増加株式数（株）

当事業年度
減少株式数（株）

当事業年度末
株式数（株）

発行済株式                 

　普通株式 9,750 － － 9,750

　　合計 9,750 － － 9,750

自己株式                 

　普通株式　 1,854 － － 1,854

　　合計 1,854 － － 1,854

 　

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

該当事項はありません。

３．配当に関する事項

（1）配当金の支払額

　　 該当事項はありません。

　

　（2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

　
　
決議

株式の種類
配当金の総額
（千円）

配当の原資
１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成23年５月27日
定時総会決議

普通株式 7,896利益剰余金 1,000 平成23年２月28日 平成23年５月30日

　　

（キャッシュ・フロー計算書関係）

前事業年度
（自 平成21年３月１日
至 平成22年２月28日）

当事業年度
（自 平成22年３月１日
至 平成23年２月28日）

※１.現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記

　 されている科目の金額との関係

（平成22年２月28日現在）

※１.現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記

　 されている科目の金額との関係

（平成23年２月28日現在）

現金及び預金勘定 1,374,039千円

現金及び現金同等物 1,374,039千円

　２.重要な非資金取引の内容　

　　 当事業年度に新たに計上したファイナンス・リース

　 取引に係る資産の額は93,000千円、債務の額は90,662

　 千円であります。　

現金及び預金勘定 1,223,188千円

現金及び現金同等物 1,223,188千円

　２.重要な非資金取引の内容　

　当事業年度に新たに計上したファイナンス・リース

取引に係る資産の額は51,600千円、債務の額は51,282

千円であります。　
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（リース取引関係）

前事業年度
（自 平成21年３月１日
至 平成22年２月28日）

当事業年度
（自 平成22年３月１日
至 平成23年２月28日）

１.ファイナンス・リース取引（借主側）

（1）所有権移転ファイナンス・リース取引

　 ①　リース資産の内容

　　　 無形固定資産

　　　　 ソフトウエアであります。

　 ②　リース資産の減価償却の方法

　　　 重要な会計方針「４. 固定資産の減価償却の方

　　　 法」に記載とおりであります。

　

（2）所有権移転外ファイナンス・リース取引

　　　 所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち

　　 リース取引開始日が、平成21年２月28日以前のリ

　 　ース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法

　　 に準じた会計処理によっており、その内容は以下の

　　 とおりであります。

１.ファイナンス・リース取引（借主側）

（1）所有権移転ファイナンス・リース取引

　 ①　リース資産の内容

　　　 無形固定資産

　　　　 　　　　　　　同左

　 ②　リース資産の減価償却の方法

　　　　　　　　　　　 同左

　

　

（2）所有権移転外ファイナンス・リース取引

　　　　　　　　　　　 同左

   ①　リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相　

       当額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

   ①　リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相　

       当額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

 
取得価額
相当額
（千円）

減価償却
累計額相
当額
（千円）

期末残高
相当額
（千円）

工具、器具及び
備品

88,84281,3527,490

ソフトウェア 15,0419,474 5,567
合計 103,88490,82613,058

 
取得価額
相当額
（千円）

減価償却
累計額相
当額
（千円）

期末残高
相当額
（千円）

工具、器具及び
備品

12,1749,583 2,590

ソフトウェア 15,04112,4822,559
合計 27,21522,0655,150

   ②　未経過リース料期末残高相当額    ②　未経過リース料期末残高相当額

１年内 8,197千円

１年超 5,445千円

合計 13,643千円

１年内 4,132千円

１年超 1,313千円

合計 5,445千円

   ③　支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相

　　　 当額

   ③　支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相

　　　 当額

支払リース料 24,574千円

減価償却費相当額 23,364千円

支払利息相当額 606千円

支払リース料 8,447千円

減価償却費相当額 7,907千円

支払利息相当額 250千円

   ④  減価償却費相当額の算定方法

    リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額

法によっております。

   ④  減価償却費相当額の算定方法

　同左

   

   ⑤　利息相当額の算定方法

リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額

　　を利息相当額とし、各期への配分方法については、利

　　息法によっております。

　

　　（減損損失について）

　　　リース資産に配分された減損損失はありません。

   ⑤　利息相当額の算定方法

  同左

　

　

　

　　（減損損失について）

　　　　　　　　　　　 　同左

２. オペレーティング・リース取引

　　  オペレーティング・リース取引のうち解約不能の

　　ものに係る未経過リース料　　　　　　

２. オペレーティング・リース取引

　　  オペレーティング・リース取引のうち解約不能の

　　ものに係る未経過リース料　　　　　　

１年内 23,384千円

１年超 14,947千円

合計 38,332千円

１年内 17,283千円

１年超 44,444千円

合計 61,728千円
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（金融商品関係）

　 当事業年度（自　平成22年３月１日　至　平成23年２月28日）

　　　　１．金融商品の状況に関する事項

　　 (1）金融商品に対する取り組み方針

　   当社は、資金運用については短期の預金等に限定し、資金調達については銀行等金融機関からの借入を行

   っております。デリバティブ取引は借入金の金利変動リスクを回避するために利用し、投機的な取引は行わ

   ない方針であります。

　

　　 (2）金融商品の内容及びそのリスク

　   売掛金は商業施設を経営するディべロッパーに資金を一時預け、敷金及び保証金はディべロッパーに資金

   の差入れを行うものであり、相手先の信用リスクに晒されております。有価証券及び投資有価証券は、満期

　 保有目的の債券及び業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。

　 支払手形及び買掛金はそのほとんどが１年以内の支払期日であります。借入金は主に設備投資資金であり、

　 一部の長期借入金の金利変動リスクに対して金利スワップ取引等を実施しております。

　　

　　 (3）金融商品に係るリスク管理体制

　   売掛金、敷金及び保証金のリスク管理については各ディベロッパーの信用状況を常時把握し、また、四半

   期に一度信用状況を確認する体制をとっております。有価証券及び投資有価証券については、定期的に時価

　 や発行体（取引先企業）の財務状況等を把握し、また、満期保有目的の債券以外のものについては、市況や

 　取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。借入金は信用度の高い金融機関から

 　の調達に限られており、また、デリバティブ取引については内部管理規程に基づき、銀行借入金の金利上昇

　 リスクを回避するための、実需に基づくものに限定しております。

　　　

　　　　２．金融商品の時価等に関する事項

　　　　　平成23年２月28日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

　　　　　なお、時価を把握することがきわめて困難と認められるものは含まれておりません。

　 貸借対照表計上額 時価 差額

(1） 現金及び預金 1,223,188千円 1,223,188千円 －千円

(2） 売掛金 231,738千円 231,738千円 －千円

(3） 未収入金 32,502千円 32,502千円 －千円

(4） 敷金及び保証金 907,154千円 855,455千円 △51,699千円

(5） 長期貸付金

　　   貸倒引当金

75,725千円

△75,725千円

　 　

　

　 －千円 －千円 －千円

(6） 有価証券及び投資有価証券

   満期保有目的の債券

   その他有価証券

　

10,000千円

33,736千円

　

10,000千円

33,736千円

　

－千円

－千円

(7） 支払手形 147,030千円 147,030千円 －千円

(8） 買掛金 142,364千円 142,364千円 －千円

(9） 短期借入金 299,998千円 299,998千円 －千円

(10）未払金 14,231千円 14,231千円 －千円

(11）未払法人税等 18,621千円 18,621千円 －千円

(12）未払消費税等 7,790千円 7,790千円 －千円

(13）長期借入金

　　（一年内返済予定含む）

　

696,252千円

　

708,425千円

　

12,173千円

(14）リース債務

　　（一年内返済予定含む）

　

116,613千円

　

116,613千円

　

－千円

(15）デリバティブ －千円 △5,400千円 △5,400千円
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（注）１．金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

　

(1）現金及び預金、 (2）売掛金、(3）未収入金

これらはすべて短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっており

ます。

　

(4）敷金及び保証金

敷金及び保証金の時価については、合理的に見積もった返還予定時期に基づき、その将来キャッシュ・フロ

ーを国債の利率で割り引いた現在価値により算定しております。

　

(5）長期貸付金

長期貸付金については、回収見込額等に基づいて貸倒見積額を算定しているため、時価は決算日における貸

借対照表価額から現在の貸倒見積額を控除した金額に近似しており、当該価額をもって時価としております。

　

(6）有価証券及び投資有価証券

これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、債券は短期間で決済されるため、時価は帳簿価

額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

　

(7）支払手形、(8）買掛金、(9）短期借入金、(10）未払金、(11）未払法人税等、(12）未払消費税等

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

　

(13）長期借入金、(14）リース債務

これらの時価については、元利金の合計額を、新規に同様の借入又はリース取引を行った場合に想定される利率

で割り引いた現在価値により算定しております。

　

　　(15）デリバティブ取引

デリバティブ取引の時価は、取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。

　

　　３．時価を把握することがきわめて困難と認められる金融商品

　　　　　非上場株式（貸借対照表計上額3,600千円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積ることな

　　　　どができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(6）有価証券及び投資有価証券」には含め

　　　　ておりません。

　

４．金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
 

 
１年以内　
（千円）

１年超
５年以内　
（千円）

５年超
10年以内
（千円）

10年超　
（千円）

現金及び預金 1,223,188 －　 －　 －　
売掛金 231,738 －　 －　 －　
未収入金　 32,502 － － －
有価証券     　 　 　 　
　満期保有目的の債券 10,000 － － －

合計 1,497,428 － － －　

　　

５．長期借入金及びリース債務の決算日後の返済予定額

　　附属明細表「借入金等明細表」をご参照下さい。

（追加情報）

　　当事業年度より、「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号　平成20年３月10日）及び「金融商品の時価

　等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号　平成20年３月10日）を適用しております。
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（有価証券関係）

前事業年度（平成22年２月28日現在）

１.　その他有価証券で時価のあるもの

 種類　 取得原価（千円）　
貸借対照表計上額
（千円）　

差額（千円）

貸借対照表計上額が取

得価額を超えないもの
株式 36,860 30,996 △5,864

合計  36,860 30,996 △5,864

 

２.　時価評価されていない主な有価証券の内容

 貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券     

非上場株式 3,600
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当事業年度（平成23年２月28日現在）

１．満期保有目的の債券

 種類
貸借対照表計上額
（千円）

時価（千円） 差額（千円）

時価が貸借対照表計上

額を超えるもの

(1）国債・地方債等 － － －

(2）社債 － － －

(3）その他 － － －

小計 － － －

時価が貸借対照表計上

額を超えないもの

(1）国債・地方債等 － － －

(2）社債 10,000 10,000 －

(3）その他 － － －

小計 10,000 10,000 －

合計 10,000 10,000 －

　

　２.その他有価証券

 種類
貸借対照表計上額
（千円）

取得原価
（千円）

差額（千円）

貸借対照表計上額が取

得原価を超えるもの

(1）株式 － － －

(2）債券    

①　国債・地方債等 － － －

②　社債 － － －

③　その他 － － －

(3）その他 － － －

小計 － － －

貸借対照表計上額が取

得原価を超えないもの

(1）株式等 33,736 36,860 △3,124

(2）債券    

①　国債・地方債等 － － －

②　社債 － － －

③　その他 － － －

(3）その他 － － －

小計 33,736 36,860 △3,124

合計 33,736 36,860 △3,124

　（注）非上場株式（貸借対照表計上額　3,600千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困

　　　　難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。　
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（デリバティブ取引関係）

１．取引の状況に関する事項　

前事業年度
（自 平成21年３月１日
至 平成22年２月28日）

(1)取引の内容

当社は金利スワップ取引及び金利キャップ取引を利　

用しております。

(2)取引に対する取組方針

当社は効率的な資金運用を図るため、当社の定めるリ

スク管理方針に従い、デリバティブ取引に取り組んでお

ります。

(3)取引の利用目的

当社は、市場金利の変動によるリスクを軽減するため

にデリバティブ取引を利用しております。

なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を行っ

ております。　　

　　①ヘッジ会計の方法 

　　　金利スワップ及び金利キャップについては、特例処

　　理の要件を満たしている場合は、特例処理によってお

　　ります。　

②ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段：金利スワップ及び金利キャップ

ヘッジ対象：借入金　　

③ヘッジ方針

資金調達における将来の市場金利の変動にかかるリ

スクを回避することを目的としております。従って投機

的な取引は一切行わない方針であります。　

④ヘッジ有効性評価の方法

金利スワップ及び金利キャップについては、特例処理

の要件を満たしているため、有効性の評価を省略してお

ります。　　

(4)取引に係るリスクの内容

当社の金利スワップ及び金利キャップの契約先は国 

　 内の信用度の高い金融機関であるため、相手方の契約

   不履行によるリスクはほとんどないと認識しておりま

　 す。　

(5)取引に係るリスク管理体制

デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限

及び取引限度額等を定めた社内ルールに従い、資金担当

部門が決済担当者の承認を得て行っております。

２．取引の時価等に関する事項

　　前事業年度（平成22年２月28日）

該当事項はありません。　　
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当事業年度（自　平成22年３月１日　至　平成23年２月28日）

ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引　

金利関連

ヘッジ会計の方法
デリバティブ取引の種

類等

　
主なヘッジ対象

　
契約額

　
契約額のうち
１年超

　
時価

　 (千円)
　

(千円)
　

(千円)
　

金利スワップの

特例処理
　金利スワップ取引     

 変動受取・固定支払 長期借入金 159,986 40,000 △1,350

金利キャップの

特例処理
金利キャップ取引 　 　 　 　

　 　 長期借入金 284,996 214,988 △4,050

合計 　 444,982 254,988 △5,400

　（注）時価の算定方法

　　　　取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
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（退職給付関係）

１．採用している退職給付制度の概要

当社は、確定拠出型退職給付制度として前払退職金制度及び確定拠出型年金制度を採用しております。

２．退職給付債務に関する事項

該当事項はありません。

３．退職給付費用に関する事項

 
前事業年度

（自 平成21年３月１日
至 平成22年２月28日）

当事業年度
（自 平成22年３月１日
至 平成23年２月28日）

確定拠出型退職給付制度に係る費用             26,808千円             25,860千円

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

該当事項はありません。
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（ストック・オプション等関係）

前事業年度（自　平成21年３月１日　至　平成22年２月28日）

１．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

（1）ストック・オプションの内容

 平成14年ストック・オプション 平成15年ストック・オプション

付与対象者の区分及び人数
取締役３名、従業員36名、社外コンサル

タント１名
従業員９名

株式の種類別のストック・オプション

の数（注）１
普通株式　　296株 普通株式　　18株

付与日 平成14年11月12日 平成15年9月26日

権利確定条件 （注）２ （注）２

対象勤務期間
自　平成14年11月12日

至　平成16年11月11日

自　平成15年９月26日

至　平成17年９月28日

権利行使期間
自　平成16年11月12日

至　平成26年５月20日

自　平成17年５月29日

至　平成25年５月28日

（注）１．株式数に換算して記載しております。

２．付与日以降権利確定日まで継続して当社の取締役または使用人としての地位にあることを要する。

（2）ストック・オプションの規模及びその変動状況

　当事業年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式

数に換算して記載しております。

①ストック・オプションの数

 平成14年ストック・オプション 平成15年ストック・オプション

権利確定前　　　　　　　（株）         

前事業年度末 ― ―

付与 ― ―

失効 ― ―

権利確定 ― ―

未確定残 ― ―

権利確定後　　　　　　　（株）         

前事業年度末 717     42

権利確定 ― ―

権利行使 ― ―

失効 ― ―

未行使残 717 42

 

②単価情報

 平成14年ストック・オプション 平成15年ストック・オプション

権利行使価格　　　　　　（円） 119,567 150,000

行使時平均株価　　　　　（円） － －

付与日における公正な評価単価（円） － －
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当事業年度（自　平成22年３月１日　至　平成23年２月28日）

１．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

（1）ストック・オプションの内容

 平成14年ストック・オプション 平成15年ストック・オプション

付与対象者の区分及び人数
取締役３名、従業員36名、社外コンサル

タント１名
従業員９名

株式の種類別のストック・オプション

の数（注）１
普通株式　　296株 普通株式　　18株

付与日 平成14年11月12日 平成15年9月26日

権利確定条件 （注）２ （注）２

対象勤務期間
自　平成14年11月12日

至　平成16年11月11日

自　平成15年９月26日

至　平成17年９月28日

権利行使期間
自　平成16年11月12日

至　平成26年５月20日

自　平成17年５月29日

至　平成25年５月28日

（注）１．株式数に換算して記載しております。

２．付与日以降権利確定日まで継続して当社の取締役または使用人としての地位にあることを要する。

（2）ストック・オプションの規模及びその変動状況

　当事業年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式

数に換算して記載しております。

①ストック・オプションの数

 平成14年ストック・オプション 平成15年ストック・オプション

権利確定前　　　　　　　（株）         

前事業年度末 ― ―

付与 ― ―

失効 ― ―

権利確定 ― ―

未確定残 ― ―

権利確定後　　　　　　　（株）         

前事業年度末 717 42

権利確定 ― ―

権利行使 ― ―

失効 ― ―

未行使残 717 42

 

②単価情報

 平成14年ストック・オプション 平成15年ストック・オプション

権利行使価格　　　　　　（円） 119,567 150,000

行使時平均株価　　　　　（円） ― ―

付与日における公正な評価単価（円） ― ―
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（税効果会計関係）

前事業年度
（平成22年２月28日）

当事業年度
（平成23年２月28日）

１. 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 １. 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産（流動）   

 たな卸資産評価損 6,962千円

 未払事業税 2,311千円

 賞与引当金 15,543千円

 ポイント引当金 5,657千円

 未払金否認 15,167千円

 その他 2,986千円

 繰延税金資産（流動）合計 48,629千円

繰延税金資産（固定）   

 役員退職慰労引当金 13,596千円

 減価償却費償却限度超過額 42,213千円

 減損損失 30,660千円

 貸倒引当金繰入額 34,604千円

 貸倒損失 370千円

　 繰越欠損金　 89,522千円

 その他 2,467千円

 繰延税金資産（固定）小計 213,436千円

 評価性引当額　 △48,201千円

 繰延税金資産（固定）合計 165,235千円

 繰延税金資産の合計 213,864千円

繰延税金資産（流動）   

 たな卸資産評価損 6,619千円

 未払事業税 2,223千円

 賞与引当金 13,456千円

 未払金否認 1,038千円

 繰越欠損金 20,017千円

 その他 3,755千円

 繰延税金資産（流動）合計 47,110千円

繰延税金資産（固定）   

 役員退職慰労引当金 12,843千円

 減価償却費償却限度超過額 38,506千円

 減損損失 10,261千円

 貸倒引当金繰入額 30,812千円

　 繰越欠損金　 106,156千円

 その他 1,384千円

 繰延税金資産（固定）小計 199,965千円

 評価性引当額　 △43,656千円

 繰延税金資産（固定）合計 156,308千円

 繰延税金資産の合計 203,418千円

２. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

２. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

　税引前当期純損失が計上されているため記載を　

　省略しております。　

法定実効税率 40.69％

(調整)      

住民税均等割 36.45％

評価性引当額の減少 △12.59％

その他 △1.93％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 62.62％

　

（持分法損益等）

前事業年度
（自 平成21年３月１日
至 平成22年２月28日）

当事業年度
（自 平成22年３月１日
至 平成23年２月28日）

　持分法を適用した場合の投資額及び投資損益は関連会社

がないため記載しておりません。

同左

EDINET提出書類

株式会社シーズメン(E03498)

有価証券報告書

66/78



【関連当事者情報】

前事業年度（自 平成21年３月１日　至 平成22年２月28日）

（追加情報）

  当事業年度より、「関連当事者の開示に関する会計基準」（企業会計基準第11号　平成18年10月17日）及び

「関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用13号　平成18年10月17日）を適用して

おります。

　なお、これによる開示対象範囲の変更はありません。　　　

　

　関連当事者との取引　

　　財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等の場合に限る。）等　

種類
会社等の名称又は
氏名

所在地
資本金又
は出資金
（千円）

事業の内
容又は職
業

議決権等の所
有（被所有）
割合（％）

関連当事
者との関
係

取引の内
容

取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）

主要株主

ジェイジェイ・プ

ライベートエクイ

ティ壱号投資事業

有限責任組合

東京都千

代田区
178,130　投資事業 ― ―

自己株式

の取得
77,750― ―

（注）取引条件及び取引条件の決定方針

      平成21年４月に大阪証券取引所のJ－NET市場（前日終値）により自己株式を取得しております。

　

当事業年度（自 平成22年３月１日　至 平成23年２月28日）

該当事項はありません。　
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（１株当たり情報）

　

（自 平成21年３月１日
至 平成22年２月28日）

当事業年度
（自 平成22年３月１日
至 平成23年２月28日）

１株当たり純資産額 271,530円36銭

１株当たり当期純損失金額

（△）
△24,416円86銭

１株当たり純資産額 273,444円97銭

１株当たり当期純利益金額 1,708円76銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式は存在するものの１株当たり当期純損失で

あるため記載しておりません。

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため

記載しておりません。

（注）１株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
前事業年度

（自 平成21年３月１日
至 平成22年２月28日）

当事業年度
（自 平成22年３月１日
至 平成23年２月28日）

１株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損

失金額 
        

 当期純利益又は当期純損失（△）（千円） △196,629 13,492

 普通株主に帰属しない金額（千円） ― ―

 普通株式に係る当期純利益又は当期純損失（△）

（千円）
△196,629 13,492

 普通株式の期中平均株式数（株） 8,053 7,896

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概

要

平成14年新株予約権（ス

トックオプション）717株

および平成15年新株予約権

（ストックオプション）

  42株

平成14年新株予約権（ス

トックオプション）717株

および平成15年新株予約権

（ストックオプション）

  42株

　

　

（重要な後発事象）

       　 前事業年度（自　平成21年３月１日　至　平成22年２月28日）

　　　　　該当事項はありません。

　

   　　　 当事業年度（自　平成22年３月１日　至　平成23年２月28日）

　　　 　 該当事項はありません。　
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⑤【附属明細表】

【有価証券明細表】

【株式】

　 　 銘柄 株式数（株）
貸借対照表計上額
（千円）

　
投資有価証
券

その他有
価証券

株式会社テーオーシー 94,500 33,736

　 　 株式会社上野商会 200 3,600

計 94,700 37,336

【債券】

有価証券
満期保有
目的の債
券

銘柄 券面総額（千円）
貸借対照表計上額
（千円）

商工組合中央金庫　ワリショー　 10,000 10,000

計 10,000 10,000

　　

【有形固定資産等明細表】

資産の種類
前期末残高
（千円）

当期増加額
（千円）

当期減少額
（千円）

当期末残高
（千円）

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額
（千円）

当期償却額
（千円）

差引当期末
残高
（千円）

有形固定資産   　 　 　 　 　

建物 860,52848,757
172,435

(10,867)
736,850463,91579,812272,935

工具、器具及び備品 156,79710,641
30,273

(395)
137,165113,76615,60223,398

建設仮勘定 18,016 3,380 18,016 3,380 － － 3,380

有形固定資産計 1,035,34262,779
220,725

(11,263)
877,396577,68195,414299,714

無形固定資産 　 　 　                 

商標権 1,500 － － 1,500 1,500 150 －

ソフトウエア 27,955 9,810 － 37,76524,485 4,431 13,279

リース資産 93,00051,600 － 144,60028,92028,920115,680

その他 8,050 － 4,900 3,150 － － 3,150

無形固定資産計 130,50561,410 4,900187,01554,90533,501132,110

長期前払費用 59,27510,416 3,679 66,01245,067 9,526 20,944

（注）１．当期増加額の主なものは次のとおりであります。

建物　　　　　新規出店による増加 　　　　　　　　 　　31,479千円

建物　　　　　店舗改装による増加 　　　　　　　　 　　17,277千円　　　

リース資産　　基幹システム導入による増加　　　　　 　 51,600千円　

長期前払費用　新規出店による増加　　　　　　　　　 　  7,741千円　

２．当期減少額の主なものは次のとおりであります。　

建物　　　　　退店による除却　　　　　　　　　　 　   97,636千円

建物　　　　　店舗改装による除却　　　　　　　　　　  63,931千円　 

なお、「当期減少額」欄の（　）内は内書で、減損損失の計上額であります。　

３. 建設仮勘定の当期増加額は、新規出店・改装による増加であり、当期減少額は、各固定資産への振替でありま

　　す。　　

　

　

【社債明細表】

        　該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

区分
前期末残高
（千円）

当期末残高
（千円）

平均利率
（％）

返済期限

短期借入金 300,000 299,9981.808 －
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区分
前期末残高
（千円）

当期末残高
（千円）

平均利率
（％）

返済期限

１年以内に返済予定の長期借入金 394,477 276,4642.481 －

１年以内に返済予定のリース債務 18,698 29,789 － －

長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。） 516,256 419,7882.481
平成24年３月から

平成27年８月まで

リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。） 71,964 86,823 －
平成24年３月から

平成27年３月まで

その他有利子負債 － － － －

計 1,301,3951,112,863 － －

（注）１．「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。

２．リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を

　　貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

３．長期借入金及びリース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）の貸借対照表日後５年内の返済予定額は

　　以下のとおりであります。

 
１年超２年以内
（千円）

２年超３年以内
（千円）

３年超４年以内
（千円）

４年超５年以内
（千円）

長期借入金 164,888 164,888 70,048 19,964

リース債務 30,669 31,575 23,998 581

【引当金明細表】

区分
前期末残高
（千円）

当期増加額
（千円）

当期減少額
（目的使用）
（千円）

当期減少額
（その他）
（千円）

当期末残高
（千円）

貸倒引当金 85,045 － － 6,972 78,072

賞与引当金 38,200 33,070 33,967 4,232 33,070

ポイント引当金 13,904 － 13,904 － －

役員退職慰労引当金 33,415 － 1,850 － 31,565

（注）１.貸倒引当金の「当期減少額（その他）」は、貸倒懸念債権等の回収額であります。

２.賞与引当金の「当期減少額（その他）」は、実際支給額との差額の戻入によるものであります。
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（２）【主な資産及び負債の内容】

①　現金及び預金

区分 金額（千円）

現金 7,677

預金     

当座預金 185,515

普通預金 1,029,995

小計 1,215,510

合計 1,223,188

②　売掛金

(イ)相手先別内訳

相手先 金額（千円）

イオン株式会社 59,607

株式会社イオンモール 52,812

株式会社イトーヨーカドー 21,634

株式会社福岡地所 9,457

株式会社サンシャインシティ　 7,905

その他 80,321

合計 231,738

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

前期繰越高
（千円）

当期発生高
（千円）

当期回収高
（千円）

次期繰越高
（千円）

回収率（％） 滞留期間（日）

(A) (B) (C) (D)
(C)

─────
(A) ＋ (B)

× 100

(A) ＋ (D)
─────
２

──────
(B)

─────
365

297,585 7,247,1887,313,035 231,738 96.9 13.3

　（注）　当期発生高には消費税等が含まれております。

③　商品

品目 金額（千円）

シャツ 39,108

ニット（セーター・トレーナー等） 110,223

ボトムス 163,446

ブルゾン 206,516

小物・雑貨 119,756

その他 57,097

合計 696,148
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④　敷金及び保証金

区分 金額（千円）

店舗賃借保証金 884,729

本部賃借保証金 14,830

その他 7,594

合計 907,154

⑤　支払手形

(イ）相手先別内訳

相手先 金額（千円）

株式会社水甚 79,224

丸紅ファッションリンク株式会社 40,487

株式会社三高 12,366

株式会社ガゼール 3,538

株式会社城屋 2,490

その他 8,922

合計 147,030

(ロ）期日別内訳

期日別 金額（千円）

平成23年３月 59,915

　　　　４月 78,674

　　　　５月 8,440

合計 147,030

⑥　買掛金

相手先 金額（千円）

株式会社上野商会 24,677

株式会社ク・ラッチ 10,482

株式会社イロン 8,231

モリリン株式会社 7,904

豊島株式会社 6,791

その他 84,276

合計 142,364
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（３）【その他】

　当事業年度における四半期情報

　

第１四半期　

 自 平成22年３月１日

　

 至 平成22年５月31日

第２四半期

 自 平成22年６月１日

 至 平成22年８月31日

第３四半期

 自 平成22年９月１日

 至 平成22年11月30日

第４四半期

 自 平成22年12月１日

 至 平成23年２月28日

 売上高(千円) 1,729,449 1,732,515 1,628,861 1,845,710

 税引前四半期純利益

 金額又は税引前四半

 期純損失金額(千円)

△18,553 △29,848 30,035 54,459

 四半期純利益金額又

 は四半期純損失金額

 (千円)

△12,884 △21,270 16,721 30,926

 １株当たり四半期純

 利益金額又は１株当

 たり四半期純損失金

 額(円)

△1,631.80 △2,693.89 2,117.66 3,916.79
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第６【提出会社の株式事務の概要】

事業年度 ３月１日から２月末日まで

定時株主総会 ５月中

基準日 ２月末日

剰余金の配当の基準日 ２月末日　８月31日

１単元の株式数 ―

単元未満株式の買取り  

取扱場所 ―

株主名簿管理人 ―

取次所 ―

買取手数料 ―

公告掲載方法 電子公告（注）

株主に対する特典 該当事項はありません。

　（注）事故その他やむを得ない事由によって電子公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行いま

す。当社の公告が掲載されるホームページアドレスは、次のとおりです。

（URL http://www.c-smen.com）
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第７【提出会社の参考情報】

１【提出会社の親会社等の情報】

当社は、金融商品取引法第24条の７第１項に規定する親会社等はありません。

２【その他の参考情報】

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

(1）有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書

(第21期)（自　平成21年３月１日　至　平成22年２月28日）平成22年５月28日関東財務局長に提出。 

　　(2）内部統制報告書及びその添付書類

　　平成22年５月28日関東財務局長に提出

　　

(3）四半期報告書及び確認書　

　　(第22期第１四半期)（自　平成22年３月１日　至　平成22年５月31日）平成22年７月14日関東財務局長に提出。 

(第22期第２四半期)（自　平成22年６月１日　至　平成22年８月31日）平成22年10月14日関東財務局長に提出。

(第22期第３四半期)（自　平成22年９月１日　至　平成22年11月30日）平成23年１月13日関東財務局長に提出。　
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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　 独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書 　

   平成22年５月19日

株式会社シーズメン  

 取締役会　御中  

 有限責任監査法人トーマツ  

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 永田　高士　　印

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 瀬戸　卓　　　印

＜財務諸表監査＞

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている

株式会社シーズメンの平成21年３月１日から平成22年２月28日までの第21期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、

損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作

成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法

人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行わ

れ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸

表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断して

いる。

　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社シー

ズメンの平成22年２月28日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状

況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

　

追記情報

　会計処理方法の変更に記載されているとおり、会社は当事業年度より「棚卸資産の評価に関する会計基準」を適用して

いる。

　

＜内部統制監査＞

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社シーズメンの平成22年２

月28日現在の内部統制報告書について監査を行った。財務報告に係る内部統制を整備及び運用並びに内部統制報告書を作

成する責任は、経営者にあり、当監査法人の責任は、独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。ま

た、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監

査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要な虚偽の表示がないかどうかの

合理的な保証を得ることを求めている。内部統制監査は、試査を基礎として行われ、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評

価手続及び評価結果についての、経営者が行った記載を含め全体としての内部統制報告書の表示を検討することを含んで

いる。当監査法人は、内部統制監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

　当監査法人は、株式会社シーズメンが平成22年２月28日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内

部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告

に係る内部統制の評価について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

　

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上

※１．上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出会社）

が別途保管しております。

２．財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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　 独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書 　

   平成23年５月27日

株式会社シーズメン  

 取締役会　御中  

 有限責任監査法人トーマツ  

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 瀬戸　卓  　　印

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 森田　健司　　印

＜財務諸表監査＞

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている

株式会社シーズメンの平成22年３月１日から平成23年２月28日までの第22期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、

損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作

成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法

人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行わ

れ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸

表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断して

いる。

　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社シー

ズメンの平成23年２月28日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状

況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

　

＜内部統制監査＞

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社シーズメンの平成23年２

月28日現在の内部統制報告書について監査を行った。財務報告に係る内部統制を整備及び運用並びに内部統制報告書を作

成する責任は、経営者にあり、当監査法人の責任は、独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。ま

た、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監

査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要な虚偽の表示がないかどうかの

合理的な保証を得ることを求めている。内部統制監査は、試査を基礎として行われ、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評

価手続及び評価結果についての、経営者が行った記載を含め全体としての内部統制報告書の表示を検討することを含んで

いる。当監査法人は、内部統制監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

　当監査法人は、株式会社シーズメンが平成23年２月28日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内

部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告

に係る内部統制の評価について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

　

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上

※１．上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出会社）

が別途保管しております。

２．財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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